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平成 29 年 11 月８日

◎土森委員長 ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 （９時 59 分開会）

御報告をしておきます。坂本孝幸委員から、所用のため午前中の委員会を欠席したい旨

の届け出があっております。

本日の委員会は、昨日に引き続きまして、「平成 28 年度一般会計及び特別会計の決算審

査について」であります。

お諮りいたします。日程につきましては、お手元にお配りしてある日程案によりたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

（異議なし）

◎土森委員長 御異議ないものと認めます。

御報告いたします。11 月６日の委員会におきまして、坂本茂雄委員から警察本部に対す

る質問がありまして、それに対する資料の提出がありましたので、各委員のお手元にお配

りしておりますので、御了承願います。

《文化生活スポーツ部》

◎土森委員長 それでは、本日スタートは文化生活スポーツ部であります。

まず最初に、部長の総括説明をお願いいたします。なお、部長に対する質疑は、各課長

に対する質疑とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。

（総括説明）

◎土森委員長 それでは、所管課の説明を求めます。

〈文化振興課〉

◎土森委員長 まず最初に、文化振興課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 質疑を行います。

◎西森副委員長 このファイルとじの３ページの一番下のところにやぐらの設営委託料が

あるんですけれども、これは文化財団に委託となっているんですが、文化財団が設営をす

る、それとも文化財団がまた別のところにお願いをしてつくる、どんな形になっているん

ですかね。

◎三木文化振興課長 このやぐらの設営につきましては、幕末維新博の開催に合わせまし

て、今年度、来年度２カ年間の仮設で岡豊山に設置しております。文化財団が施工するの

かというお尋ねですけれども、これ実は設置をしてその管理も委託をしておりまして、そ

れらも合わせて文化財団に委託をして、その施工につきましては、文化財団からまた専門

業者に委託して設置しております。今は設置期間中ですので、案内人もつけて訪れた方へ

の解説なども行っておるところでして、それらも含めて委託を行っておるところです。

◎西森副委員長 設営は設営で業者に委託してつくってもらう、その管理運営に関しては
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財団に委託っていう、別にやる考え方が一般的かなとは思うんですけれども、そういった

議論はなかったんですか。

◎三木文化振興課長 確かに別でという方法もあったと思います。ただ、岡豊山につきま

しては、国の史跡に指定されておりまして、仮設の設置物であってもそこを十分に注意す

る必要がございます。岡豊山の史跡の日常的な管理は歴史民俗資料館、つまり高知県文化

財団で行っておりますので、そういった管理のもと施工していただくことで、全てを高知

県文化財団に委託したものです。

◎西森副委員長 以前もこういったものを何か設置していた気がするんです。やぐらだっ

たのか、あの山からずっと香長平野を見学できるような施設があった気がするんですけれ

ども。

◎三木文化振興課長 龍馬伝が放映された博覧会のときに、全く同じ詰のところにやぐら

を設置しておった経緯はございます。その当時は、観光サイドで設置をしたという話を聞

いております。

◎西森副委員長 仮設的なやぐらなんで、また今回もことしと来年ですかね、終わればま

た取り壊しになるんですか。

◎三木文化振興課長 期間が終われば、取り壊して撤去という形になります。

◎三石委員 ちょっと関連してね。その案内をガイドがしてくださっているんですよね。

それで、去年、歴史的にほんとにああいう形のやぐらであったのか、全く違うようなやぐ

らじゃないのか。そこらあたり、間違った感じでとらえてもおかしくなるし、どうなんだ

ってことを言うた気がするんですけれど、そのやぐらはどういう状況なんですかね。

◎三木文化振興課長 詰のところにあった構造物につきましては、その詳細な資料が残っ

ておりませんので、復元という形は技術的にはなかなか難しいところです。ただ、ここに

あったであろうという思いのもと、昔、長宗我部元親公がこの景色を見たんじゃないかと

いう想像の中で、あのやぐらを設置しております。なので、そのやぐら自体が史実に基づ

いてああいう形をしていたということではございません。

◎土森委員長 他の岡豊城の資料なんか集めてね、こういうものであろうということで建

物を建てたと、そういうことでしょう。

◎三木文化振興課長 そうです。

◎三石委員 それと、山内家のお墓、管理費等補助金が出ていますわね。どういう状況で、

これから先、どういうことになっていくんですかね。

◎三木文化振興課長 土佐山内記念財団が史跡の管理団体となっておりまして、財団に補

助をしているものです。今、昨年度、今年度の２カ年をかけまして、専門家の方に集まっ

ていただきながら保存活用計画の策定をしておるところです。基本方針ともなるべき保存

活用計画ができましたら、今後、具体的な整備の計画を立てていかなければなりません。
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それで、委員会の中でも、墓石の状態とか石垣が非常に危険な箇所もあるといった御意見

も出ております。そうしたことも踏まえまして、今後どういう形で整備を行っていくかと

いうことも検討してまいりたいと考えております。

◎土森委員長 それをする予算でしょ。

◎三木文化振興課長 はい。

◎坂本（茂）委員 関連ですが、さっきから議論になっていますやぐらの関係ですが、２

年たったら撤去するということなんですけれど、撤去しなければならないことになってい

るんですか。そのまま存続はだめなんですか。

◎三木文化振興課長 国の史跡ですので、あくまでも設置は仮設物になります。なので、

文化庁に２年間という許可をいただいておりますので、期間が到来すれば当然もとに戻さ

なければいけないことになっております。

◎坂本（茂）委員 せっかく 1,600 万円もつぎ込んでいるんで、その後の有効活用は検討

されていないですか。例えば、その国の許可がなくても活用できるところで。

◎三木文化振興課長 当然史跡の中ではこれ以上は無理ですけれども、幾つかのところか

らは、終わった後どうするのかというお問い合わせもいただいておるところです。あくま

でも仮設物で、非常にこの２年間風雨にさらされますので、その後の最終的な状態も見て、

お声がけをいただいたところと話をしていきたいとは考えております。

◎坂本（茂）委員 そしたら、あとの有効活用について検討の余地はあるということでよ

ろしいですね。

あと、例えば龍馬記念館のリニューアルのための実施設計、さらに高知城歴史博物館の

展示ケースの製作業務とか、歴史博物館の収蔵庫内の棚等の製作業務などの委託が全て丹

青社に委託されているんですけれども、この丹青社はほかにも高知城の関係を受けたりし

ているんですよね。確か東京の設計業者やったと思うんですけれども、いつぞやから結構

ずっと高知県のを受注しているように思うんですけれども、やっぱりそれに応え得る事業

者なんですか。結構落札件数が多いように思うんですけれども。ほかにはこういったとこ

ろは余りないんでしょうかね。多分プロポをやっての随契やと思うんですけれども、その

プロポへの応募業者とか、例えばこれらの契約でいくと何者ぐらいあったかとかわかりま

すか。

◎三木文化振興課長 展示の設計につきましては、まず基本設計のところでプロポーザル

を行います。そのときには３者提案がございました。それで、結果として丹青社という形

になったものです。それに応えるものかどうかというお話がございましたが、今それこそ

高知城歴史博物館では、ごらんになった方もいらっしゃるかと思いますけれども、展示を

非常に頑張っていただいておるところですし、観覧者の方からの評価もおおむね好評であ

るといったことも聞いておりますので、それなりにふさわしい事業者がとったのではない
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かと考えております。

◎坂本（茂）委員 これ展示とか設計が主体の、あるいは製作をする会社なんですか。展

示が専門なんですかね。

◎三木文化振興課長 主に全国の博物館とかでの展示実績は多くございます。

◎吉良委員 この番組制作放送委託料ですけれども、これは何分の動画、番組はどういう

ものですか。

◎三木文化振興課長 この番組放送制作委託料は、山内家資料のすばらしさを全国に発信

するために行ったものです。放送時間は 30 分でありました。幕末維新博の開幕前に一度放

送しまして、３月中にもう一度、再放送も行っております。また、全国にも発信するため

にＢＳ放送でも放送しております。計３回放送を行いました。

◎吉良委員 これ随契でプロポーザルですが、当然これはほかのところも応募したと思う

んですけれども、どれぐらい応募していたんですか。

◎三木文化振興課長 県内の民放３社です。

◎吉良委員 それで、実は私も、どこで放送されているのかわからなくて見ていないんで

すけれども、せっかくつくったものを放送して終わりなんでしょうか。どのように活用し

ていくのか、お考えがありましたら。

◎三木文化振興課長 放送は昨年度３回やりましたけれども、高知城歴史博物館の映像コ

ーナーのコンテンツの中にも、それを圧縮させて活用しております。

◎吉良委員 せっかくつくったのを私も見ていないんですが、例えばこれをホームページ

の動画に載せて、いつでもダウンロードできたりとかはお考えじゃないですか。

◎三木文化振興課長 それについても、そういった形で検討はしていきたいと考えており

ます。放送時には高知出身の島崎和歌子さんにナビゲーターになっていただいて、施設を、

また展示品を紹介する番組にしておりました。今活用するということになりますと、タレ

ントの部分がそのまま使えませんので、そこは短縮した形で今活用しております。そのも

のを高知城歴史博物館の例えばホームページ等で今後どう活用していけるか、そこについ

ては検討していきたいと考えております。

◎吉良委員 著作権は、その出演者全部まるごと、本県が持っているということじゃない

わけですか。

◎三木文化振興課長 放送番組の著作権は県が持っていますけれども、ただ、タレントの

場合は肖像権の問題がございますので、二次利用するときには、そういったところを配し

てやっていかなければならないと聞いております。

◎土森委員長 それ契約に入っていないのか。著作権の問題やろ。

◎三木文化振興課長 著作権自体は県が持っています。ただ、二次利用をするときには、

タレントの部分の取り扱いは注意が必要であるといったところです。
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◎吉良委員 というような契約になっているということですか。

◎三木文化振興課長 はい。

◎吉良委員 それ、やりにくいね。せっかくいいものをつくっているのに、また編集し直

すって時間も金も要るし、ちょっとその契約上のことについてはまた再検討していただく

ことと、それからあと、その二次利用も含めて、この幕末維新博、さまざまな動画だとか

つくっていると思うんです、高知県を紹介することを含めて。各部署でも、総務関連も随

分とその動画をつくったりいろいろしているんですけれども、文化振興課として、本県に

かかわるいろんな番組とか動画だとかをアーカイブのようにして一つに集めて、いつでも

そこから見られるようにしていただきたいと思うんですけれど、そこら辺の検討はどうな

んですか。さっきの著作権のこととか、いろいろありますけれど。

◎土森委員長 それ、使えるもんと使えんもん等があるわけでしょ。その辺の整理をどう

しているかですね。

◎三木文化振興課長 やはり、それぞれほかの部局でいろんな動画とかもつくっておると

思いますし、それぞれの契約条件によってやっていることであろうかと思います。それら

を全部、例えば文化のほうで取りまとめてということには、なかなかならないとは思って

おります。

◎吉良委員 高知県の財産ですので、ぜひアーカイブ化をして、何らかの形でいつでも取

り出して見られることをぜひ今後も検討していただきたいです。

◎土森委員長 山内家の墓所、三石委員から話があったね。これ平成 28 年度に文化庁に管

理運営を委託、そのために協議へ入って、28 年度、まだ墓所は史跡の指定になっていない

のか。

◎三木文化振興課長 平成 28 年３月１日に国の史跡に指定をされております。

◎土森委員長 これ、文化庁が全部管理するということよね。

◎三木文化振興課長 いえ、文化庁が管理するということではなくて、史跡の所有者は当

然山内家の方なんですけれども、土佐山内記念財団が管理団体として指定されております。

管理団体の役割として今、保存活用計画をつくっておるところです。

◎土森委員長 以前、質問で取り上げてやったことあるんですよね。藩主のめおと墓とい

うがはね、もうほかにないんです。山内家だけなんですよね。ほんとに貴重なものであっ

て、僕も１回行ったけれどね、日本の歴史として、当時のめおと墓はないんだから、しっ

かり文化庁としても管理をする方向で検討していますということを言っていまして、県の

ほうも積極的にそういう方向で動いたと思うんですね。もう随分、10 年ぐらいになるかな。

史跡としてはそういうことになったわけよね。管理はまだ記念財団ですか。

◎三木文化振興課長 管理団体としては、土佐山内記念財団が今後しっかり管理をしてい

くことになります。
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◎土森委員長 文化庁の役割はどんなになるのでしょうね。

◎三木文化振興課長 管理を行うに当たって、国の史跡ですから、指導なり助言等をいた

だくことになろうかと思います。

◎土森委員長 とにかく当時、山内家にはお金がないんだと。だから、お任せをしたいと

話があって、交渉に入った記憶があるんですけれどね。あそこをきれいに復元をしたほう

がえいね。これ歴史があるお墓ですよ。ほんで、観光客にも見せる方向で検討をしている

と思うんですが、その辺のことについてなお検討してみてください。

◎三木文化振興課長 当然、今、保存活用計画を策定していく中でも、公開を視野に入れ

て検討を行っておるところです。なお、今、保存活用計画等を策定しておりますが、県の

支出以外にも、国のほうがそれに対しての助成を山内記念財団に対してしていただいてお

ります。

◎土森委員長 国の予算も入っているわけやね。

◎三木文化振興課長 はい。

◎土森委員長 以上で、質疑を終わります。

これで、文化振興課を終わります。

〈まんが王国土佐推進課〉

◎土森委員長 次は、まんが王国土佐推進課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 質疑を行います。

◎坂本（茂）委員 決算の額とかではなくて、鳥取県との連携がどんなふうになっている

のかを教えていただけませんか。

◎佐藤まんが王国土佐推進課長 平成 25 年３月に鳥取県と、まんが王国通商条約を締結を

いたしまして、それから３年間、まんが王国会議という秋葉原でのイベントを共同開催い

たしました。また、まんが甲子園の交流試合など高校生の交流を行ってきたところですけ

れども、昨年度は秋葉原のイベントは廃止いたしまして、現在、鳥取県との共同の取り組

みといたしましては、この４月に行いますニコニコ超会議へ、岩手県とともに３県が自治

体としてブースを出展する事業を行っているところです。

◎坂本（茂）委員 どうしても鳥取は名探偵コナンの人気がすごい関係があって、高知の

イベント的にはまんが甲子園もそうですしね、漫画家会議もそうなんですけれども、それ

なりに集客力があると思うんですが、日常的に漫画で集客できている面はどんなものがあ

りますかね。

◎佐藤まんが王国土佐推進課長 県内のアンパンマンミュージアム、横山隆一記念まんが

館、それと海洋堂ホビー館四万十の３施設を漫画関連施設として位置づけまして、当課の

ほうでリーフレット等もつくりまして御案内をしているところですけれども、まんが甲子
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園も第 26 回で随分歴史も重ねまして、作品の収蔵数も大変ございます。そういうものも活

用する形で、現在県立図書館が県市合同図書館になりまして、移転した後の施設につきま

して、そちらに展示施設を設けたいと検討しているところです。そういった物ができまし

たら、また常に高知に来ていただいて、より、まんが王国・土佐を実感していただけるの

ではないかと考えております。

◎土森委員長 質疑を終わります。

以上で、まんが王国土佐推進課を終わります。

〈国際交流課〉

◎土森委員長 次は、国際交流課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 質疑を行います。

◎前田委員 高知県国際交流協会の件なんですけれども、先ほどの御説明の中で重要なカ

ウンターパートナーということで、それはすごく理解はできます。さまざまな活動をされ

ていると思うんですが、もちろん実績として、これをやりました、あれをやりました、そ

れに何人が参加されてっていうのはあると思うんですが、私がお伺いしたいのはその効果

です。どういう効果があって、そのことが例えば次年度以降にこういう期待が持てるとか

そういうことは、例えばどういう評価を県としてされているのかをお伺いしたいです。

◎山﨑国際交流課長 国際交流協会では、先ほど委員おっしゃられましたように、異文化

の理解講座でありますとか、日本人向けの語学ボランティア講座などを開催しております。

ここ数年、海外からの外国人観光客もふえておりますし、在住外国人の方々もいらっしゃ

います。そういう方々に対する語学面でのサポートでありますとか、そういう効果が出て

きているのではないかと考えております。なお、ボランティア団体と連携いたしまして、

県内の商店街の語学講座でありますとか、また国人観光客の増加による県警の職員に対す

る語学講座なども、私どもの国際交流員等を活用して実施いたしております。

◎前田委員 おっしゃられた商店街なり県警ということですが、これもとてもいい活動だ

と思います。プラス県民までも波及していくところでいくと、恐らくたくさんの外国人の

方が日本に来てくださっていると、高知にもたくさんいらっしゃると思うんですが、県民

の皆さんの理解であったり、あと交流を通じて親近感であったりを少しでも広げられる形

も一方で必要だと思います。全部を網羅的にやると薄く広くなってしまう。そこも必要な

んですけれど、一方である程度国を絞って、効果の部分が可能であれば数字でわかる、例

えば台湾という国に対しての高知県民の意識がこれぐらい変わったよとか、そういうもの

が出るような活動を何かできないものかと思ったりしますが、いかがでしょうか。

◎山﨑国際交流課長 数字的に今すぐに、県民の皆様の意識とかをお示しするものは持ち

合わせておりませんけれども、今後、先ほど申し上げました各産業部局と連携して、海外
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への展開などで、例えば外国人観光客がふえてきたとか、語学ボランティアの方々がふえ

てきたとか、そういう形で数字をお示ししていきたいと考えております。

◎土居委員 韓国との商談会のことなんですけれども、この商談会の扱う品目は、例えば

農産物等も含まれておりますか。

◎山﨑国際交流課長 昨年ソウルで開催いたしました商談会ですが、その際には林業、そ

して食品、お酒・日本酒、それと観光、その３部局が主にメーンで参加をしていただきま

したけれども、日本酒につきましては韓国での取引も始まっておりますし、また、最近で

は林業についても韓国との取引が成立したとお聞きしております。ミッション団を送りま

しても商談会だけではなかなか成果は出ないんですけれども、そこで、例えば観光であり

ましたら旅行会社と接点ができてセールス活動を継続してやっていくとか、今後またそう

いう面でも期待ができるんではないかと考えております。

◎土居委員 今の御説明だと、農産物というところまでは行っていないということですけ

れど、正直言いましてそれはそれがいいと思います。もし、今後農産物という話になって

きたら、特に注意すべき点がありまして、特に全国で今イチゴが非常に損害を受けている

と。日本原産の種の、日本が開発した物を模倣して輸出していると。そういう損害が出て

いる問題がありますので、特に海外に高知の、例えばユズであるとか梨であるとかを送り

出すときには、ぜひその知的財産が保護される状況にあるのかどうかとか、向こうで品種

登録がされているのか、そういうことをしっかり踏まえた上で進めていただけたらと思い

ますので、この点は意見として申し上げておきたいと思います。

◎山﨑国際交流課長 農産物につきましては、農業振興部と連携をいたしまして進めてい

きたいと考えております。

◎西森副委員長 その商談会の関係で私もお伺いしたいと思うんですけれども、平成 28

年にソウルで開催をした後、成果としてどういう形で上がってきているのか。そのあたり

をもう少し詳しく教えていただきたい。

◎山﨑国際交流課長 先ほど御説明いたしました中で、例えば林業でありますとか、それ

と観光でもツアーが造成されたとか、そういう成果も出てきております。ただ、一度その

商談会に出たからといってすぐにその場で商談が成立するわけではなく、そこで接点を持

った先方の企業、エージェントと継続したセールス活動をつなげていくことが今後につな

がっていくのでないかと考えております。

◎西森副委員長 その継続が今もどれくらいされているのかとか、そのあたりは押さえら

れているんでしょうか。

◎山﨑国際交流課長 個々の部局の取り組みにつきましては今すぐにお示しできるものは

ございませんが、今年度も６月に韓国のほうには経済ミッション団を派遣いたしましたの

で、その際にも昨年接点ができた企業様、旅行会社のほうにはセールス活動に行っており
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ます。

◎西森副委員長 これ確か知事もプレゼンをされたと思うんですよね。やっぱりそういう

形で高知県をＰＲした、その後も、ぜひ追っていっていただきたいなと。どういう成果が

それぞれつながっていっているのかを、ぜひ見ていただきたいと思います。

あと、県内の国際交流員の方、またＡＬＴの方、どれくらいいらっしゃるのか。県の国

際交流員と市町村を合わせてどれくらいいるのか、言語はどの地域の方が多いのかとか、

そのあたりちょっと教えていただければと思います。

◎山﨑国際交流課長 平成 29 年度、今年度につきましては、８市 22 町村に 110 名の国際

交流員と外国語の指導助手がおります。特にやはり小中学校、高等学校で御活躍いただい

ておりますことから、英語圏の外国語指導助手は多くなっております。

◎西森副委員長 国際交流員とＡＬＴとを合わせた数ですかね、今の数は。

◎山﨑国際交流課長 さようです。110 名の内訳といたしましては、国際交流員が 19 名、

外国語指導助手が 91 名となっております。国別では、アメリカが一番多く 46 名、次がイ

ギリス、オーストラリアと続いております。

◎西森副委員長 わかりました。去年ですかね、そういう話もありまして、また市町村と

も連携をとりながらやっていっていただきたいと。

あと、この委託料調べの４ページですけれども、旅券の発給業務、土佐電気鉄道って今

ないんで、恐らく間違いだと思いますんで、訂正をしといたほうがいいと思います。

◎山﨑国際交流課長 契約段階では、契約は平成 26 年の２月でして土佐電気鉄道ですが、

今はとさでん交通になっております。

◎西森副委員長 だから、５年契約の契約だと思いますけれども。

◎山﨑国際交流課長 さようです。

◎西森副委員長 そうすると、５年契約で、契約をしたときの名前がずっとこういう形で

載ってくるという話なんですかね。

◎山﨑国際交流課長 予算説明資料の中では、契約時点の名前になっております。

◎西森副委員長 それだったらいいんですけれど、何かちょっと違和感がありますのでね。

平成 28 年の委託料調べということで、もう会社名も変わっているんであれば、平成 28 年

度の委託は新しい会社の名前で示すほうがいいのではないかと思ったんですけれど。

◎山﨑国際交流課長 資料につきましては、記載方法について議会事務局のほうにも確認

させていただいた上で、次年度以降留意したいと思っております。

◎土森委員長 そうやね。これ、やっぱり今ない会社と契約しちょうということになりま

すよね、現実にね。ですから、変わったときにかえたほうがいいかも。

◎西森副委員長 そうですね。これ、基本的なことをちょっと部長に教えてもらえればと

思う。会社の名称だとかが変わったり、また、会社自体が今回みたいな形で合併した場合



10

の契約内容は、その会社が変わった時点で契約をし直すのかどうなのか、そのあたりちょ

っと教えてもらえますか。新たな会社名でし直すのかどうか。

◎門田文化生活スポーツ部長 私も正確に持っているわけじゃないですけれど、これまで

の取り扱いの中では、一般的には名称ですとかそういうものが継承された場合には変更手

続をとらしていただくと。新たに契約し直す形ではなかったようには記憶しておりますけ

れども。

◎西森副委員長 変更手続をすると。そうすると、今回のこれは変更手続はしていないと

いうことなんですかね、このまま残っているということはね。

◎門田文化生活スポーツ部長 私もその書類の経過、中身の具体をここに持ち合わせてお

りませんので、今、ちょっとお答えできない。

◎小松国際交流課課長補佐 パスポート担当の小松です。権利義務が承継されたというこ

とで、契約変更はしておりません。契約に関しての権利義務をとさでん交通が承継したと

いうことで、その処理はされています。

◎西森副委員長 変更届も出ていないから、こういう形になっているんでしょうか。

◎小松国際交流課課長補佐 いや、契約の変更自体は、承継届は出ています。

◎土森委員長 これ、法人そのものが変わったわけですから、やっぱり変わった段階でそ

の契約相手と協議をした上でちゃんとせないかんがやないのか。

◎山﨑国際交流課長 企業からは事業承継の届けは出てきておるということです。

◎土森委員長 そうか。そうやろうね。

◎西森副委員長 その契約、例えば５年契約でやっていて、平成 26 年からですから、平成

26 年のときは土佐電気鉄道だったと。その後、とさでんに変わったんですよね。その名称

が変わった時点での名称の変更手続みたいなのはやらないという考え方でよろしいんです

かね。

◎小松国際交流課課長補佐 名称を変更したというか、新たな会社が設立したということ

ですので。

◎西森副委員長 そうですね。名称が変更というか、新たな会社が、そういうことです。

◎小松国際交流課課長補佐 権利義務が承継されたという届けは出てきていますが、その

契約自体の変更手続はされていないということになります。

◎土森委員長 する必要がないのか、やっていないのか。

◎小松国際交流課課長補佐 新しい会社とその前段の土佐電気鉄道の間で権利義務を承継

するという契約がされているので、権利の契約の変更手続は必要がないということになり

ます。

◎土森委員長 違和感はあるね。ちょっとそれ、調べてみてくださいね。

◎山﨑国際交流課長 はい。
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◎西森副委員長 あんまり私もこだわるところじゃないんですけれども、ちょっと違和感

を感じるんで、聞いたところです。

◎門田文化生活スポーツ部長 そこは、確認をさせていただいて、また。

◎加藤委員 今の件に関連してですけれど、これは何年契約になっておりますかね。

◎山﨑国際交流課長 ５年間の契約になっております。

◎加藤委員 ここで聞いて答えづらいかもしれませんけれど、きのう教育委員会の決算を

やっていまして、文化財課があります。高知城の公園の契約が５年契約で、年間約 3,400

万円ぐらいなんですね。当初予算ではその 3,400 万円が上がってきているんですけれど、

この委託先別金額のところには５年間の合計の金額が上がっていたんですね。約１億

5,000 万円ぐらいになりますよね。５年間の契約とした場合、今のその手続もそうなんで

すけれど、この委託先別金額に５年間の契約金額が載ってくる書き方もあるのかなと、教

育委員会と比較すると思いますけれど、この記載の仕方についてはどういった考え方にな

りますでしょうかね。

◎山﨑国際交流課長 記載につきましては、平成 28 年度単年度の契約金額に今なっており

ます。５年間の契約ですので約５倍の 8,205 万 5,000 円が契約金額ですが、記載自体は単

年度の記載になっております。記載が当初予算に対しての支出済額になっておりますので、

単年度の予算額を計上させていただいております。

◎加藤委員 そういう御説明になるとは思うんですけれど、ちょっと教育委員会と問い合

わせたほうがいいのかな。この支出済額と当初予算額はそのとおりなんですね。ただ、私

が申し上げている、その委託先別金額の書き方なんですけれどね。

◎土森委員長 ５年契約で委託をして、その総額が幾らと、平成 28 年度は幾らと、分けて

書く必要はあるわね。これ教育委員会は分けちょったか。

◎加藤委員 教育委員会はこの委託先別で５年間。どっちがいいか。

◎土森委員長 部長、それ総務部ともよく協議した上で、書き方が各部委員会で違う部分

がある。これ統一したほうが、我々審査していく側としてはわかりやすいし、今みたいな

質疑も出てきませんので、それを検討してみてください。

◎門田文化生活スポーツ部長 なお、総務部に私、行かせていただきます。

◎土森委員長 質疑を終わります。

以上で、国際交流課を終わります。

〈県民生活・男女共同参画課〉

◎土森委員長 次は、県民生活・男女共同参画課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 質疑を行います。

◎坂本（茂）委員 一つ教えてください。イクボスの事業がどこでどんなにされているか
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を。この委託料調べで見ると、例えば男性の家事・育児等啓発冊子作成委託料があります

が、これはイクボス関連かなと思うんですけれども、それも違うかもしれませんし、イク

ボスいうのはよく言われるんですが、どこで事業をやっているのかを教えていただけます

か。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 イクボスにつきましては、当課が委託しております

女性登用等促進事業委託料の中で、資料でいきますと、委託料調べの４ページの下から２

段目の高知商工会議所に委託しております「経営者等の理解促進のためのトップセミナー」

ですが、こちらにイクボスという名称はないんですけれども、経営者に女性活躍の理解を

いただくことでやっておりまして、女性活躍と経営戦略という形で講演会を実施しており

ます。あと、当課以外にも少子対策課だとか雇用労働政策課でも経営者層へのセミナーを

行っております。

◎坂本（茂）委員 そしたら、イクボスを銘打った事業はないとの理解でえいですか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 今のところはございません。ただし、男女共同参画

研修を県庁の職員向けに行っておりまして、平成 28 年度はイクボスの関係の講演会をして

おります。ファザーリング・ジャパン、ＮＰＯなんですけれども、そちらの方に来ていた

だいて、イクボスとはという話をしていただきました。

◎野町委員 交通安全対策推進費のことについてお伺いをしますけれども、指導員協議会

への補助金が 620 万円程度上がっておりますが、これは、各市町村にあると思うんですけ

れど、県域の協議会に対しての支援ということでしょうかね。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 そうです。県の指導員協議会に対しての補助金にな

っております。

◎野町委員 交通安全指導員、いろいろと街頭に立たれてやっておられる方、高齢者の方

が大変多いこともあって担い手不足について私もよく御相談も受けたりするんですけれど

も、確か認定は各首長だったと思いましたが、要は県の協議会として、担い手不足に対し

てどのような手段をとってやられておるのかがよく見えないもんですから、当課からの御

指導はないのかもしれませんけれども、どのような関係を持たれているのかをちょっとお

伺いしたいと思うんですが。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 県では市町村の役場から推薦のあった方を指導員と

して委嘱をしております。地区が確か９地区あったと思いますけれども、その中で１地区

を除いて充足していない状況でして、それはやっぱり高齢化が一番大きなことで、若年層、

壮年者層の指導員になられる方が少ないとお伺いをしております。県としてやっているこ

とは今のところないんですけれども、市町村において新たになっていただける自営業とか

比較的時間に融通のきく方を推薦していただくなど、市町村のほうで工夫していただいて

おります。
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◎野町委員 620 万円はその協議会の中でどう使われているものなのか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 まず啓発に関する物品ですとか、あと事務員を１名

雇っております。それと、指導員に新たになったときは制服がありますので、それに要す

る経費を補助しております。各支部のほうへ補助をしておりまして、あと啓発物品、それ

と指導員の保険料も県のほうで補助をしております。

◎野町委員 そういう中で、結構その指導員不足というのは大きいことと思って、御相談

を受けた中には 65 歳以上だと交通指導員になれない。要するに、民生委員なんかと違って、

やっぱり街頭に立って危険もあってなかなかできない、規定があると聞きまして。そんな

ことも含めて、男女共同参画課ということもあって、指導員の男女比がどれぐらいになっ

ているのかを聞いておきたいんですけれど。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 男女比まではちょっと資料を持ってはおりませんが、

先ほど委員がおっしゃった年齢のことですけれども、指導員の任期の考え方としては、推

薦の場合は原則として 70 歳未満ということで運用しています。４年に１回委嘱をしていま

すので、ちょうど 70 歳未満のときには、任期が 73 歳の誕生日が属する年度末までは構い

ませんよという運用をしております。

◎野町委員 要は、高齢者なんだけれどもっとやりたいという方もいらっしゃって、ぜひ

上限を延ばしてくれないかという要望もありました。私が言いたいのは、女性の登用とい

いますか推薦も含めて、やっぱり朝街頭でおばさんに優しい声をかけられると、これもま

たいい効果もあるんじゃないかと思いますので、そういった点で協議会のほうにも、指導

員になりませんかという広報も今後、僕は必要なんじゃないかと、この 620 万円の中でそ

ういったことも協議会にお話いただければいいかなと思ったところです。

それともう１点。比島の交通公園ですけれど、私も実は近くに５年ほど住んでおりまし

て、よく子供等含めて活用させていただきました。先ほど年間 13 万 3,000 人の利用者があ

るとお聞きしまして、365 日で割ると約１日 400 人になると思うんですが、駐車場もあん

まりなくて、それほど活用されているのかなとちょっと疑問だったもんですから。

◎土森委員長 それぐらい利用されていますか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 毎月入館者の報告はいただいていますが、厳密に頭

数を数えているわけではないと思われます。目視で推定何人ということです。

ただし、ゴーカートがありまして、そこの利用が結構ございます。利用料収入で言うと

900 万円程度ありますので、それでいくと、１日 1,000 人を超えて入場という日もござい

ますので、お天気のいい土曜、日曜はかなりの人が入っております。

駐車場につきましてもこどもセンターの駐車場もありますし、土日につきましては、お

隣の島津病院の御好意で病院の駐車場を一部お借りしたりもしています。

◎土森委員長 それぐらいの利用者がいますと言い切ったらいいんです。
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◎野町委員 そういうことで大変いい場所だと思いますし、ぜひこれまで以上に活用して

いただきたい、修繕費等がもっとあったらいいと思ったもんですから。

◎三石委員 民間シェルターの運営費、高知あいあいネットに、100 万円交付されていま

すけれど、あいあいネットはどういったところですか。それと昨年の実績はどうですか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 民間シェルターの実績についてですけれども、実際

避難された方を保護されたりもしています。女相経由でなくても、そこへ直接いらっしゃ

る方もいると聞いています。平成 28 年度には 109 世帯の方が御利用されたと聞いておりま

して、人数にしたら 164 人。そして電話での相談も受けておられまして、530 件ほどあっ

たと聞いています。そして実際の支援内容ですけれども、シェルターということで来た人

を宿泊させる事業もしていますし、いろんなところへの付き添い、例えば市町村の窓口だ

とか裁判所等への付き添いなんかもしていますし、それからシェルターから出てどっかア

パートへ引っ越す際のお手伝いで、トラックを貸して一緒に家電製品を積んで、アパート

へ住める状態にしてあげるという支援もしているとお伺いをしています。

◎三石委員 そういう活動をされてるっちゅうことはよくわかりましたけれどね。どうい

う体制でやっているんですか。もうちょっと詳しく教えてもらえたら、あいあいネットっ

ちゅうところをね。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 体制は、代表の方が１名おりまして、そこに何名か

の従業員がいらっしゃいます。で、このあいあいネットはシェルターだけではなくて、子

ども食堂でありますとかフードバンクも一緒にやっておりますので、そういったところで

支援物資なんかもたくさんちょうだいしていると伺っています。

◎三石委員 その伺っておりますということじゃなくて、もうちょっと、子ども食堂とか

フードバンクとかけ持ちでそういうシェルターっちゅうようなことができるかなと思うん

ですね。電話がかかってくる。相談をする。やっぱり起承転結がなけりゃいかんですわね。

一時保護をする。ほいたら、その後どうなったか。やっぱりそこまでかっちり押さえてい

ないと。ただ 100 万円補助、交付して、聞いておりますぐらいのレベルじゃだめですよ、

それ。どうですか、そのあたり。

◎土森委員長 何人体制か。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 体制は、代表と２名の従業員です。

◎土森委員長 専属でこのシェルターの管理をやりようわけか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 シェルターの管理と、そして食事も出していますし、

電話は携帯を常に持っていますので電話に出ると。で、入所された方が市役所とか行かな

いかんときは代表の方も行くし、代表の方が行けないときはその従業員の人が行く体制で

運営をしています。

◎三石委員 これ、いつごろからやっているんですかね。それと本年度もこういう形でい
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っていましたかね。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 あいあいネットは割と歴史がありまして、平成 19

年度から県は補助金を交付しております。それ以前から民間シェルターですので、ＤＶの

被害者の方を受け入れておられました。当然、補助金ですので、３カ月に１回ぐらいの頻

度で検査には行っております。

◎三石委員 今年度もか。

◎土森委員長 平成 29 年度も同じように予算化しているわけですか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 ことしの補助金も同じく 100 万円の予定ですけれど

も、実績によりまして減ることになろうかと思います。

◎土森委員長 年々予算が変わるわけ。実績に応じて予算化するわけか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 はい、そうです。

◎三石委員 ＤＶでほんとに悩んでいる方たちは、ほんとに深刻で、大変な状況なんです

よね。そういう方を一時保護してもらったりとか、電話で相談をしてもらったりとか、わ

らをもつかむ気持ちでおられるわけですわね、実際ね。ありがたい。そういう仕事をやっ

ていただいている、あいあいネットも大変なことで、ありがたいと思うんだけれども、や

っぱりもう少し実態というかそういうものを把握せないかんですよ、県は。100 万円の交

付金を出しているわけですからね。

生半可なことで一時保護をしたりとか電話の相談を受ける、これではできないと思うん

ですね。ほんとに苦しみ悩み、そういう方が頼ってくるところですから、子ども食堂とか

フードバンク、そんなかけ持ちでやれるようなところじゃないと思うんですよね、私はね。

まあ想像ですけれども。それでやられているっちゅうことですから、そらあそれ以上のこ

とは言いませんけれども、かちっともう少し県は把握すべきだと私は思いますよ。ぜひも

う少し把握していただきたいと。聞いていますとかそうじゃなくて、たまには実際そこに

足を運んでやね、どういうことになっているのかなって見ることもいいし、実際話を聞く

っちゅうことも、やっぱり課長やるべきやと思いますよ、年に１回ぐらいは。どうですか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 実態はしっかり把握してまいりますし、補助金の検

査には行っていますので、その際にかっちり実態も把握して指導していきたいです。

◎土森委員長 実績の報告はあっていますよね。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 はい。

◎坂本（茂）委員 ちょっと関連で。この補助金は上限 100 万円で、２分の１補助なんで

しょ。違いますか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 上限 100 万円で、２分の１ではないです。

◎坂本（茂）委員 上限が 100 万円で、ですから、さっき言うたように前年度はもっと低

かったんですよね。
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◎三觜県民生活・男女共同参画課長 それまでは平成 20 年から 72 万 1,000 円に上限をし

ていまして、平成 28 年度から 100 万円に増額をしております。実際はシェルターにかかる

経費はこんなもんじゃないとお話がありました。

◎西森副委員長 消費生活相談員研修の実施委託に関してお伺いしたいと思います。この

成果の概要で見ますと、開催日数７日間で 53 名の方が受講されているということなんです

けれども、これ７日間で 310 万円余りの委託でよろしいんですかね。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 はい、そうです。

◎西森副委員長 物すごく高額な研修と思うんですが、310 万円余りを７日間で割ると１

回当たり 45 万円ぐらいですけれども、具体的にどういった内容の研修がされているのか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 これにつきましては関西消費者協会に委託をしてお

りまして、相談員の研修で専門的な研修になっておりますので、講師の方が弁護士とかそ

ういった方に来ていただいてます。それと関西からの旅費についても必要ということで、

ちょっと高額にはなっております。

◎西森副委員長 それにしても随分高額だなと感じましたので、ちょっとお伺いをしたと

ころです。53 名の方が受講されているんですけれど、これはどういう方なんでしょうか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 市町村の相談員でありますとか市町村の窓口担当の

方、そして地域包括の方だとか、あとは社協の高齢者の見守りをされている方が受講され

ています。どうしても高齢者がいろんな消費者トラブルに遭う確率が高いですので、そう

いった地域の見守りをされる方も対象にした研修等をしております。

◎西森副委員長 いい講師の先生とかが来て、１回当たり 45 万円の講習ですからそういっ

た充実した研修になっていると思うんですけれども、そういう研修であれば、もっとたく

さんの方に来ていただく努力も必要かと思うんですね。受講生 53 名は恐らくこの７日間の

受講者数だと思いますので、これを７日間で割ると１回当たりの参加者は７名８名ぐらい

なんでしょうか。その７名８名のため、ためって言ってはいけないですけれども、45 万円

の研修をするのは大変なことだと思うんですね。

逆の考え方をすれば、そういったいろんな研修がされているんであれば、別に、こうい

う協会とかで、そこに行ってもらう旅費を負担したほうがもっと安くできるんじゃないか

と。そういうことを考えると、やはり県として開催をしているということであれば、でき

るだけ多くの方に参加していただく努力をしていただきたいと思いますけれども、大体毎

年これくらいの参加人数になっているんでしょうか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 大体同じ人数で経過していますけれども、なお、市

町村の担当の窓口の方、地域包括、社協の方々に出席をいただけるよう要請してまいりま

す。

◎西森副委員長 あと、その受けた方がどういう活躍をされていくのかも大事だと思うん
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ですね。市町村だと、かえって身近ですから逆に相談がしづらいなんていう、そんな声も

結構あったりするんですね。だから、そういうこともあわせて、いろいろと考えていって

もらいたいなと思います。

あと、この計画では９日間の計画になっていたと思うんですけれども、７日間になった

理由はあるんでしょうか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 平成 29 年度から９日間です。

◎西森副委員長 確かこれ予算の見積もりなんかを見ると、平成 27 年も９日間での予算、

平成 28 年度も９日間での予算になっていたと思うんですけれども。

◎土森委員長 それ、正しくわかる方おられますか。

◎久保県民生活・男女共同参画課チーフ 予定では、平成 29 年度から消費者教育の講習が

追加になったので９日間になっているんですが、それまでは予算どおりの７日間です。

◎土森委員長 平成 28 年度はもう７日間ですか。

◎久保県民生活・男女共同参画課チーフ はい、７日間です。ブロックに分けて、高知県

内の中心、高知市内とそれから安芸、それから幡多と３カ所でやっています。

◎西森副委員長 見積書には９日って書いていたんで、ちょっと聞いたところでした。

◎久保県民生活・男女共同参画課チーフ 今確認しましたけれども、見積書は９日間にな

っています。ただ、開催地を幾つかに分けたり、それを３カ所のブロックを２カ所にとか

ちょっと調整をさせていただきましたので、そこの辺がちょっと見積書と違っております。

◎西森副委員長 それで７日間になったということですね。あと具体的な内容、私も 45

万円の研修ってどんなものなのかを具体的に知りたい。後でいいですので、また資料なり

をいただければと思いますので、よろしくお願いします。

◎土森委員長 講師がどういう方かも含めて、あとで資料を提出してください。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 あとでお持ちします。１点訂正させていただきたい

んですが、野町委員からの御質問で、交通安全指導員の保険のことなんですけれども、保

険は県が出しておりまして補助金には含まれておりませんので、そこだけ訂正させてくだ

さい。

◎土森委員長 質疑を終わります。

以上で、県民生活・男女共同参画課を終わります。

昼食のため休憩し、再開時刻を午後１時といたします。

（昼食のため休憩 12 時 10 分～13 時 00 分）

◎土森委員長 休憩前に引き続き、午後の会議を開きます。

〈私学・大学支援課〉
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◎土森委員長 午後のスタートは、私学・大学支援課であります。

（執行部の説明）

◎土森委員長 それでは、質疑を行います。

◎前田委員 先ほどの御説明で、聞き抜かったので教えていただきたいんですが、私立学

校授業料減免補助金 1,471 名、何％っておっしゃいましたか。

◎井澤私学・大学支援課長 15.1％になります。

◎前田委員 この私立学校授業料減免補助金、それから私立高等学校等就学支援金交付金

並びにこの奨学金、これはどこが基準になっているのかをちょっと詳しく教えてください。

◎井澤私学・大学支援課長 まず、公立の高校と同じ授業料相当額を支払う支援金、就学

支援金というのがベースにございます。これについては、所得によって加算額がつくとい

うことがございます。その中で、まずは就学支援金を交付すると。その上でまだ授業料等

を支払う必要がある場合について、学校が授業料減免をした場合に、それに対して授業料

減免の補助を県がすると。なおかつ生活保護世帯等の低所得者の方になりますけれども、

そういう方については授業料以外のそういう必要な額を奨学給付金として支給する仕組み

になっております。

◎前田委員 これ、ちなみにその３番はわかったんですけれど、２番目の私立学校授業料

減免補助金、これ具体的に、例えば世帯年収は大体どの辺の金額なんでしょうか。

◎井澤私学・大学支援課長 世帯の年収が 350 万円未満になります。

◎前田委員 最後に、この私立学校教育力強化推進事業費補助金 1.1 億円、これってさっ

き中高で上限 900 万円っていう御説明があったと思うんですが、高知学園ほか 10 校という

ことになりますと 9,000 万円になるんですが、どうやって 1.1 億円になるんでしょうか。

◎井澤私学・大学支援課長 まず国の補助の分が 4,620 万円で、県単の補助が 7,500 万円

の補助になっております。7,500 万円の内訳として、併設校については 900 万円、それか

ら高校のみの学校については 600 万円という内訳になっております。

◎前田委員 私立学校のこの推進事業ですけれど、県単独で 7,500 万円ですかね。そんな

書き方ではないですし、いずれにせよ中高で 900 万円、高校で 600 万円、でも 10 校しかな

いわけですよね。どうやって積算して１億 1,000 万円になるんですか。僕が言ってるのは

３ページの委託料調べ。

◎井澤私学・大学支援課長 決算額１億 1,000 万円の内訳ということですね。

◎前田委員 そうです。

◎井澤私学・大学支援課長 先ほど言いました県単の教育力強化 7,500 万円の予算につい

ての執行額というのはほぼ満額を執行しておりまして、7,472 万 2,000 円と。

◎前田委員 9,200 万円はわかっていますけれど、7,500 万円ですし、その 7,500 万円に

4,600 万円の意味もわかりません。
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◎井澤私学・大学支援課長 この事業は、先ほど、説明しましたように二本立ての事業に

なっております。一つは国の国庫補助事業の教育改革推進のための事業というのがござい

まして、それの予算額が 4,620 万円、それに対する執行額としまして 3,587 万 6,000 円。

残りがもう一つの柱が県単による教育力強化推進のための事業で、予算額が 7,500 万円に

対して執行額が 7,472 万 2,000 円。これを合わせますと１億 1,000 万円になるということ

です。

◎前田委員 いずれにせよ、それぞれ二本立てがあって、国と県がやっているというのは

理解できたんですが、その 10 校ですよね。１校当たりの上限が中高でマックス 900 万円で

あった場合は、どうやって１億 1,000 万円になるのかがわからないっていう質問なんです

が。

◎井澤私学・大学支援課長 県単の事業の分が、併設校について 900 万円、高校のみにつ

いて 600 万円という事業です。その事業の予算額としては 7,500 万円が事業費になってお

りまして、10 校ある学校法人に対してそれぞれの上限額を予算化しますと、予算としては

7,500 万円になるということです。執行額としましては 7,472 万 2,000 円。そのほかに国

庫補助事業がございまして、それを足し合わせますとこの３ページにある決算額になると

いうことです。二つの柱がございますけれども、事業としては一本の事業ということです

ので、全体として表示をさせていただいております。

◎前田委員 ということであるならば、この３ページにある国の 1,793 万円は、さっきの

御説明だと 4,620 万円ですかね。この辺はどういうことなんでしょうか。ここには 1,793

万円て書いてあるんですけれど。

◎井澤私学・大学支援課長 国の事業は補助率が２分の１になっております。ですので、

決算額 3,587 万 6,000 円の２分の１相当額が国費として財源として入っているということ

です。

◎三石委員 人権教育指導委託料 265 万 9,000 円余りの契約して、人権教育指導員による

訪問指導等とありますわね。その人権教育指導員の人数と、研修会とか公開授業とか学校

の戸別訪問を行ったということですけれど、具体的にどういう学校にどういう研修会を開

いて、またどういう公開授業をやって、人権教育の推進を図ったのか。その授業の内容等

を詳しく教えていただきたい。

◎井澤私学・大学支援課長 人権教育指導委託料の中身としましては、先ほど委員が言わ

れましたように、まずは学校訪問による助言・指導というのが一つ、それから研修会の開

催が一つ、そしてもう一つは私立小中高等学校の人権教育研究会がございまして、それに

対する助言・指導、この三本柱となっております。学校訪問による助言・指導としまして

は、定期訪問を 10 校に対しまして年４回の 40 回、学校からの要請による訪問は随時ござ

いまして、それについては７回実施しております。
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研修会の開催につきましては、管理職研修と人権教育基礎講座、そして人権教育主任研

修会、３研修を実施しております。管理職研修は校長、教頭という管理職で参加者が 25

名、講師は高知大学教育学部の准教授の先生を招いて研修をしております。人権教育の基

礎講座につきましては参加者が 42 名で、特別な支援の必要な子供への学校での支援、それ

から学校後の支援をテーマに、これも高知大学教育学部の先生にお願いをいたしました。

また人権教育主任研修会、主に人権教育を担当されている先生につきましては参加者 13

名で、高知県の人権教育の進め方について、高知県教育委員会人権教育課の指導主事に講

師を依頼しまして実施いたしました。

それ以外に先ほど言いました小中高等学校の人権教育研究協議会の運営が年４回、それ

と新任の教員に対する研修がございます。合わせて計５回そういう研修会がございまして、

それに対して職員が参加して適切な助言・指導をし、指導員としては１名になっておりま

す。

◎三石委員 人権教育も非常に幅が広いんですよね。人権教育と言われるけれども、もう

少し具体的にどういう学習、研修をされたのかと、一固めに人権教育じゃなくてね、もう

少し詳しく知りたいということと、それと指導員１名と言われましたけれど、その１名の

勤務体制、これ人権啓発センターに常時おられていろいろ情報を収集したりとか、教材の

勉強をしてみたりとかやられているのか、どっかの学校の校長先生なり教諭かわからんけ

れども、退職された方を雇うているのか、その給与のことなんかも含めて、もうちょっと

詳しゅうに言うてくれませんか。

◎井澤私学・大学支援課長 指導員の先生は高校のＯＢの先生です。人権啓発センターに

常駐しておりまして、県が委託した業務に当たっている指導員になります。研修会等での

内容ですけれども、確かに人権というのは幅広いということで、まず全体としては、それ

ぞれいろんな人権施策があるという総論の説明と、それから学校のニーズとしましては、

やはりいじめであるとか、それから特別な支援が必要な生徒、そういったことへの対応に

ついて平成 28 年度は主にやったということです。

◎三石委員 現在のところ高等学校のＯＢの先生と言われましたがね、どういう形で採用

されるのか。勤務時間よね、常駐と言われましたけれども、朝何時から何時までという決

まりがあるんですか。

◎井澤私学・大学支援課長 勤務は週に４日になります。８時 30 分から午後５時まで。非

常勤と同じような扱いになりまして、県の教育委員会を退職されたＯＢの方にお願いして

おります。給与につきましては、県の非常勤単価をベースに積算をしております。

◎坂本（茂）委員 予算見積もりの中では、私立高校生国際交流促進事業費補助金がある

んですけれども、補助金調べのところにないですよね。これはどういう実態なんでしょう

か。
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◎井澤私学・大学支援課長 これは国の事業でして、一定の人数でテーマを決めて手を挙

げた場合に、国がその中から採択をするということで、実績がなかったために載っていな

いということです。

◎坂本（茂）委員 その前年度、平成 27 年度は実績は。

◎井澤私学・大学支援課長 同じくございません。

◎坂本（茂）委員 この事業、平成 27 年度から始まっているわけですけれども、きのう教

育委員会、高校教育課で聞いても余り実績がないというか、不用額が大変生じているわけ

です。こちらも私学の生徒もないいうたら、やっぱり長期にせよ短期にせよ留学するのは

経済的負担が大きいのか、あるいはその間授業が抜けたりするんで、特に私学だったら受

験のこととかがあって、なかなか授業を抜けてまで留学を考えていないのか。その辺、こ

ういう制度があることは当然学校にはお知らせしているんでしょうけれど、手が挙がらな

いのはどう原因を分析されていますか。

◎井澤私学・大学支援課長 この予算をとる際には、必ず要望をお聞きをします。その中

で、予算計上をしておるわけです。期間が長くてそれで行きにくいといったことは聞いて

いないんですけれど、独自に短期研修とかもやっております。この国の事業で行くことに

ついては、やはり全国の中で選ばれて行くことになりますので、少しハードルが高いとい

う思いがあるんではないかと認識をしております。それから、語学力とかも影響するのか

もしれません。

◎坂本（茂）委員 やはり高知県の状況がそういうことの中で、一方でスーパーグローバ

ル・ハイスクールをつくって、ほんとに国がねらっているような世界的に羽ばたいていこ

うという生徒たちが集まるんだとしたら、今でもこういうのに手を挙げる生徒がたくさん

いてもえいのかなと思うんですけれども、何か２年続けて実績がないのはちょっと意外に

感じました。公立高校のほうは一応あるのはあるんですよね、ただ、少ないですけれども。

◎井澤私学・大学支援課長 平成 28 年度予算要望の段階で、土佐塾高等学校から手が挙が

ってきておりまして、実際に応募したわけですけれど、残念ながら、ということです。

◎土森委員長 質疑を終わります。

以上で、私学・大学支援課を終わります。

〈人権課〉

◎土森委員長 次は、人権課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 それでは、質疑を行います。

（な し）

◎土森委員長 質疑を終わります。

以上で、人権課を終わります。
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〈スポーツ課〉

◎土森委員長 次は、スポーツ課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 それでは、質疑を行います。

◎坂本（孝）委員 オリンピック・パラリンピックの事前招致の関係ですけれど、本県の

現在の状況はどんな感じですか。どんな国からどういう状況か。

◎中島スポーツ課長 本県ではホストタウン登録国の申請をしていまして、まずシンガポ

ール、オーストラリア、チェコ、それとオランダ、それと五次申請で今度ハンガリーを申

請するようにしておりまして、現在シンガポールではバドミントンと卓球、オランダでは

自転車、オーストラリアでは当初はパラリンピックの選手団も視察においでていましたが、

最近は女子ソフトボールの関係がございます。あとはチェコのカヌーとか陸上、ハンガリ

ーは嶺北の早明浦のほうの関係、トンガもホストタウン登録をしております。

◎坂本（孝）委員 これは結局いつごろから入ってきて、いつごろまで続くわけですかね。

◎中島スポーツ課長 事前合宿という形ではもう既にいろんな形で、先ほど申しましたホ

ストタウン登録国が事前視察に始まり、本年度から具体的に言いますと、選手団が事前合

宿のような形で実際に入ってこられています。最終的には 2020 年の東京オリンピックの直

前までございますので、その間、競技によっては各国の選手団が決まっておるようなチー

ムもあれば、世界選手権なんかで具体的に予選を経て勝ち上がってくるところもございま

すので、そういったことを踏まえて、恐らく今のような形が直前まで続くのではないかな

と、私どもはそういう形で事前合宿はその期間ととらえております。

◎坂本（孝）委員 それともう１点、体育スポーツ費の中で県民の意識調査をやったとい

うことですけれど、この委託先と調査の結果はどんなものであったのか、教えてください。

◎中島スポーツ課長 委託先はジェイエムシー株式会社という会社です。

◎葛目スポーツ振興監 県民の意識調査ですが、例えば自分の健康管理でありますとか、

御自身の１年間に行ったスポーツの実施とか、例えば総合型地域スポーツクラブという今

新たな地域のスポーツクラブの形態がございますけれど、その認知率とか、さまざまな質

問を行ったところです。特にその中で我々が一番注目するところは、１年間の運動実施率

です。それは平成 11 年、平成 18 年、平成 28 年と３カ年継続して行っているものがござい

まして、正式には週１回以上運動・スポーツを行う者の割合で、平成 11 年は 38％、平成

18 年は 41％、そして今回の実施率では 44.3％で、やや上がっておるところが一番の見出

しです。全国的に見ますと、やや全国より実施率は上回っております。ただし、働き盛り

の方とかではスポーツ実施率は低い。これは全国的にも一緒ですけれども、本県も一緒で

す。以上がよくわかったところです。

◎三石委員 前のスポーツ健康教育課になるわけやけれど、競技力向上総合対策事業費補
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助金等、大分お金もやっとるんだが、どうも順位が上がらんということなんだけれど、こ

の補助金は少ないんか、そこらあたりどうか。ことしはどうなっとんかな。

◎土森委員長 責任を持って答弁してください。順位、最下位ということで。

◎葛目スポーツ振興監 三石委員言われるように、４年連続国体最下位です。新聞にはほ

かの県も出ていましたけれど、その新聞は間違いでして、本県４年で、ワーストでござい

ます。競技力向上対策費は１億円前後いただいていますけれども、現在そのような状況で

す。確かにジュニア等では、世界で活躍されたり、国内でも数種の競技は勝っておったり

しますけれども、国体という全国的な指標を見てみますと低いというところです。

来年度に向けて現在、産学官民で行う高知県スポーツ振興県民会議を立ち上げておりま

して、その中では抜本的な強化策を打ち込むところでして、新たな仕組み、そしてまた選

択と集中といいますか、その協議等もしっかりとやりまして、また高知県体育協会と連携

を深めて、各競技団体のＰＤＣＡをしっかり回しながら、再度競技力の向上にさらなる力

を注いでまいりたいと考えておるところです。

◎三石委員 補助金が少ないからやっぱり順位が上がらんのか。どうなんですかね。

◎中島スポーツ課長 まず高知県体育協会とも、今年度、４月以降にいろいろ協議する場

がございまして、その中で一番痛感したのが高知県体育協会が競技団体のところに支援と

いう形で入るまでに、決算関係資料の内容を精査するだけで手いっぱいであるとか、そう

いったことがございましたので、高知県体育協会ともその体制強化も含めて、なお、その

補助金もほんとに、例えば先ほど振興監言いましたように、競技団体がほんとに育成計画

が適正にやられておるのかをしっかりＰＤＣＡを回すことのできる人員とか体制ができな

いかと考えております。

その中で、例えば国体で上位入賞が期待できる競技団体についてはしっかりその強化費

の重点配分を行うとか、また、その競技団体に応じてはすそ野の拡大ということで、競技

人口をふやすところについてはもっと普及費を拡充すべきじゃないかという形で、より競

技団体ごとの評価を行いまして、それを単純に行うことでなくて、常に産振計画と同じ形

でＰＤＣＡをしっかり回していく形でできないかという協議を今しておるところです。具

体的には、今後の財政的なことも含めて、次年度にどういう形でやれるかということを今

しっかり議論しているところです。

◎三石委員 そういうことも含めて、やっぱり大事なことですからね。それと、スポーツ

とかだけじゃなくて、動けば動くほど、活動すればするほど金っちゅうのは要りますよ。

そういうことで、やっぱり要求するところは要求して、予算を増額してもらうなり、遠慮

なしに言うたらえいと思います。

◎前田委員 このオリンピックの事前合宿ですけれども、委託費はわかるんですが、本課

としての決算額って大体どれぐらいなんですか。委託だけで事前合宿の誘致をやっている
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わけじゃないと思うんですよね。もしここだけしかやっていないんだったら、事前合宿の

誘致事業は委託のみでやっていますということになるんで。そうじゃないはずですから。

◎中島スポーツ課長 委託事業のほかにも、当課の職員の旅費であるとか通常の事務費が

ございまして、平成 29 年度の合宿招致に係る活動につきましては総額 3,966 万 1,000 円の

内容を記載しております。その中には具体的な招致事業の委託のほかにもいろんなパンフ

レットの作成であるとか、いろんな日本の中央の競技団体との調整もございますので、た

だ単に海外じゃなくて国内の競技団体との調整であるとか、あとキーマンの方、パイプの

方、そちらの方とのアドバイザーへの相談とかを広く取り組んでおるところです。

◎前田委員 約 4,000 万円弱ということなんですが、大体何人ぐらいがこれに専従といい

ますか、一生懸命精力的に動かれているんでしょうかね。

◎中島スポーツ課長 実際これもいろいろと難しいところがございまして、オリンピッ

ク・パラリンピックに向けた専門のチームは今うちの課の中にはございません。通常の競

技力と生涯スポーツとスポーツツーリズムの三つ、プラス総務があるんですけれど、主に

はその主担当みたいな形にはなっておるんですけれど、そのチームだけじゃなくて横串で、

例えば幸いにもうちの課にはスポーツの競技にこれまで従事してきた職員がおりますので、

その者のパイプであるとか、今現在もやられておるパイプでその競技団体とのかかわりが

ある者なんかを横串で、その職種にこだわらずに連携し、チーム編成をその都度行いなが

ら、特に、生涯スポーツに関するチームの中で、招致国の担当を置いています。例えばチ

ェコだったら誰それ、オランダだったら誰それと。

今回、先ほど申しました事前合宿の対応につきましても、より密接に、その担当が春野

の運動公園の競技場に行って、朝昼晩とフォローしながら、要望を聞きながら手厚く対応

をしておるところです。

◎前田委員 最後に、専任ではなく横串の兼任をしながら国ごとに担当をという御説明で

あったと思うんですが、国ごとにそれぞれ担当があって、種目の問題も出てくると思いま

すし、それぞれの国の代表選手がいるかいないか、これもまた新たに問題として出てくる

と思うんですが、一方で、47 都道府県で争奪合戦なわけですよね、現状。ここに高知県が

浅く広く行くんじゃなくて、ある程度国、ターゲットを絞って、例えばいつまでにとか目

標的なものですよね。この国にとか、この種目にとか、その中で絶対に出てくるのが、相

手方との交渉の中で、高知県として一体具体的にどのような支援策、補助策が打てますか

という面が出てくる、これに予算的に十二分な他県との争奪合戦にしっかりと勝ち得るメ

リットを打ち出せているのかどうかの部分が少し心配なんですが、いかがでしょうか。

◎中島スポーツ課長 一つは本県の持つ武器、その自然環境です。今回浦ノ内にチェコの

事前合宿でも来られているんですが、内海ですので、ちょうど東京オリンピックのカヌー

大会は海上で行いますので、その浦ノ内の環境は非常によろしいと。それと割と地理的に
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は不利ですけれど、航空機を使えば東京までのアクセスはそれほど不利な面でもないかも

しれません。という中で、春野運動公園なんかは近くに宿泊施設もございますし、いろい

ろ不利な点はあるのかもしれませんが、ただ大方の今現在来ていただいてる各国につきま

しては、評価は非常に高うございます。

あとオランダのサイクリングにつきましては、無限大チャレンジライドという形で幡多

で中心にやっておるところなんかを通じて、アドバイスいただけるとかで、非常に幡多地

域でも事前合宿という形でオランダチーム、しっかりかかわってきておりますし、いろん

な強みを生かしたところでは対応できると考えておるところで、あともう１点、対象国と

いう観点もございます。

やっぱりそのスポーツでは 2020 年東京オリンピック・パラリンピックで終わることなく、

その後の競技力が向上するために一般的にはレガシーという形で呼ばせていただいており

ます、先ほど言いました須崎市であるとか土佐町、宿毛市とかがホストタウン登録自治体

として地元の活性化であるとか、子供たちが目の当たりにして夢を持って競技力向上につ

ながるとかいったところでの魅力的な競技団体、一つはオーストラリアの今女子ソフトボ

ールが来ておりますけれども、男子のソフトボールも高知県強うございます。日本の代表

の監督もスポーツ振興財団におりますから、そういったパイプも培ってきた一つでもあり

ますので、そういった形では非常に魅力的であるし、つながっていくべきじゃないかなと

考えております。

ターゲットとしてはスポーツだけではなくて、シンガポールだと今後の産振の海外戦略

であるとか、オランダとのこれまでの農業交流をきっかけとして、今日のスポーツ交流も

始まったものでもありますので、そういったことにもスポーツに限らず、メリットはある

んじゃないかなとは考えておるところです。

◎前田委員 おっしゃるとおりなんですが、僕がお聞きしたかったのは、誘致ってやっぱ

りお金かかることだと思うんですよね。そのお金が今現状十分なのかどうか、最後にそこ

だけ教えてください。

◎中島スポーツ課長 他県の動向も公になっているものがない中で、その分捕り合戦は、

委員言われましたようになかなかシークレットなところがあるとは思っておりまして、今

回平成 30 年度の予算編成においても、当課で積算する中では、なかなかそこらあたりが十

分なのかという話になってくると、ちょっと比較はできないところですけれども。ただ、

これまでやってきた中では、相手国のニーズにある程度対応できてきているのかなと。た

だ、一部どうしても県の施策として、施設的に、例えばそのトレーニングルームが、高知

県の県民の方が使える規模の施設は十分なんでしょうけれども、アスリートの方ですので、

かなりハードな練習をするための機器が十分かどうなのかもまだ対応し切れていないとこ

ろもあります。
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招致活動費としては何とかこなしているところなんですけれども、そういった施設的な

ハード整備が 2020 年度までに対応できるのかというのは一抹の不安は抱えてはおります

が、何とかやっていくようにせんといかんとは思っております。はっきりとしたとらえ方

ではないですけれども。

◎土森委員長 予算が十分ですか、十分ではありませんかということを問いゆうわけです。

それで、お金だけではない、このロビー活動というのはね。ですから人間性も大事になっ

てくるから、交渉相手がね。県の職員がやっているけれどね。そういう人間関係をいかに

つくれるかということが一番大事な部分ですから、そっちのほうに力を入れてやってくだ

さい。お金も必要ですけども、そっちも必要ということであります。

ほかに。ないですね。

（な し）

◎土森委員長 質疑を終わります。

以上で、スポーツ課を終わります。

これをもちまして、文化生活スポーツ部は終わりになりますが、先ほど委員から資料提

出依頼がありましたんで、その資料の説明をしたいと。資料等あわせて提出をされており

ますんで、これを許すことといたします。

（追加資料配付）

〈国際交流課〉

◎山﨑国際交流課長 国際交流課の山﨑です。先ほどの説明の中で、西森副委員長から旅

券の発給業務の委託先が土佐電気鉄道になっておるという御指摘がございました。これに

つきまして少し経緯を御説明させていただきます。

平成 26 年の２月に当時の土佐電気鉄道と委託契約を締結いたしまして、その後、新会社

が設立されました。土佐電気鉄道から権利義務の承継の承認願いが提出されまして、県と

してもこれを承認しております。その後、権利義務が現在のとさでん交通に継承されてお

ります。会計の契約事務処理上は相手方から権利義務の承認願いが提出されてこれが承認

された場合は、契約の変更の必要はないということでして、私どもこの決算審査資料の中

では委託先に契約書上の委託先をこれまでも記載させていただいておりましたが、今後は

委託先の記載について、とさでん交通が権利義務を継承している旨記載をしてまいりたい

と考えております。以上です。

◎土森委員長 次に、県民生活・男女共同参画課です。この資料をもとに説明してくださ

いね。

〈県民生活・男女共同参画課〉

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 平成 28 年度の高知県消費生活相談員研修スケジュー

ルを配付させていただきました。全日数は７日間で、それぞれ安芸市、四万十市それから
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高知市において開催をしております。内容につきましては、「高齢者の消費者トラブルの救

済のための法律について」とか、「高齢者特有の聞き取りのポイント・注意点と高齢者の見

守りについて」をテーマにしているコースと、「インターネットトラブルの年齢別被害状況

の特徴と被害防止対策」とか、「インターネットトラブルに関する聞き取りのポイントとワ

ークショップ」など、それとナンバー７のところですけれども、「消費者裁判手続特例法等

消費者被害救済に向けて消費者相談における実務の交渉のポイント」というテーマで研修

を行っております。

西森副委員長からは、研修を受ける人が関西等へ出向けばどうかとも伺いましたが、な

かなか市町村の職員とか地域包括の方は関西まで出向くには時間的に大変であるため、こ

ういった研修を無料で地元でやっていただくのはありがたいというお声もいただいていま

すので、引き続きそれぞれの地元で研修を開催していきたいと考えております。

◎西森副委員長 この研修スケジュールを見させていただくと、例えば 11 月 15 日、16 日

は同じ内容ですよね。11 月 30 日と 12 月１日は、また同じ内容だと思います。これやっぱ

り同じ内容であれば、回数を減らすことによってその研修委託は例えば安くできる状況が

あるのかどうか。先ほど言いましたように１回 45 万円かかっているわけですね、回数で割

ると。その回数を減らすことによって、例えば１回分 45 万円が浮けば、四万十市でやって

いるやつを、その方に高知まで来ていただく旅費は出しますよという形をとったほうがも

っと安く仕上げていくことができるんじゃないかとか、そのあたりは考えていく必要があ

るのかなとは思っているんですよね。それはどうなんでしょうね。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 確かに、同じ研修を四万十市と高知市だとか２カ所

でやっておりますので、その開催につきましては今後また検討していきたいと考えます。

◎西森副委員長 参加人数の割に非常に高額な研修なのかなと。実際その五十何名の方が

受ける、恐らくこの内容どんな研修なのかってわからないですけれど、もう数十万円の研

修ですから、非常に専門的な研修も入ってきているとは思うんですね。だけど、実際にそ

ういう研修を受けた方が、そこまでの専門性が市町村において必要なのかどうかとか、そ

ういうところも検証する必要はあるんじゃないかと思うんですね。

市町村で受けて、その方が相談に具体的に乗れない場合でも、例えば県の消費生活セン

ターもあるわけですから、またその相談を受けた方を弁護士に直接つなぐとか、そういう

こともできると思うんですよね。だから、何もほんとにその研修を受ける方が、ここまで

の費用をつぎ込んだ研修内容が必要なのかはどうなんでしょうね。どうとらえられている

のか。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 研修に来ていただいている方は、市町村の窓口で実

際に相談に来られた高齢者の方々にアドバイス、特商法のクーリングオフだとかそういっ

たことをアドバイスしたりしておりますので、やはり正しい知識をきっちり学んでいただ
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く必要があると考えております。ただ、内容につきましては、専門的な知識が必要な職員

もおりましたら、新任でなったばかりの方もいらっしゃいますので、経験の有無にかかわ

らず充実した研修内容が必要であると考えております。

◎西森副委員長 弁護士、こういう専門家の方を迎えての研修であるわけですけれども、

どっちかというと横の連携、相談員同士の研修というか、うちはこんな相談があったけれ

ども、こういう相談が来たときにはどういう対応をおたくはしているのかとか。そういっ

たところを充実させていくことが、もっと大事な部分なのかなとは思うんですね。ここま

で弁護士を構えて、それも毎回七、八人の研修でそこまでのお金を出して研修をしていく

ことに対して、やっぱりもっと見直していくべきところがあるのかなとは思うんですね。

例えば、広島県だったと思いますけれども、直接インターネットでつないで、その相談

員同士が、県の相談室があって、そこでいろんな相談に来て、答えられないところはすぐ

そこでインターネットにつないで、その相談員がまた相談を直接しながらアドバイスをし

ていくみたいなことをやっているところもあるんですよね。だから、そういうものが充実

していたならば、何も一人一人、弁護士の対応力までというか、そういう体制がきっちり

と整っておったら必要ないのかなとも思ったりするんですね。

ましてや市町村の相談員であったり、市町村役場の窓口の職員の方なんて異動があった

りしますよね。せっかく何十万円の講習を受けているのにすぐまた異動するのは非常に何

かもったいない思いもしますので、再度この研修委託に関してはもう少し考えていかれた

らどうかなと思います。

◎土森委員長 消費生活相談員の研修スケジュール、これは県の政策ですからね、その辺

は今、副委員長が言われたように費用対効果、このことを言っていると思うんですよ。で

すから、その辺も検討してみて、政策としてどう判断していくのかと。これをぜひ検討も

してみてください。

◎加藤委員 ちょっと参考に、それぞれの参加人数を聞けますかね。

◎三觜県民生活・男女共同参画課長 それぞれの参加の数ですが、11 月１日の午前の、高

齢者の消費者トラブル、ここが 13 人。午後の、聞き取りのポイントのところが 13 人。11

月 15 日、午前の部が９人、午後の部が９人。11 月 16 日、午前の部が 15 人、午後の部が

15 人です。11 月 30 日、午前の部が６人、午後の部が６人です。12 月１日、午前の部が 17

人、午後の部が 14 人。12 月 19 日、午前の部が 13 人、午後の部が 11 人。１月 26 日、午

前の部が 15 人、午後の部が 14 人となっております。実数で 57 名になっております。

◎土森委員長 そういうことも含めて、この研修は必要だからやっていると思うんですよ

ね。それで、さっきも言ったようにこれは県の政策になるわけですから、決算特別委員会

でこういう意見が出たと。その上で再検討をしていただくと。こういうことになろうと思

いますんで、部長、それでいいですか。
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◎門田文化生活スポーツ部長 いろいろお話もいただきまして、御説明もさせていただき

ました。十分そういうことも考えながら、あと地域性もございますので、中央だけでなく

てそういう機会をどう確保するのかとか、あるいはその支援というか、相談に応じる体制

ですとか横の連携とかいうお話もございましたので、来年度の施策あるいは今年度の実行

についてもそういう面で考えて進めていきたいと思います。

◎西森副委員長 研修するのが目的じゃないわけで、相談に来られた方にどうきちっと対

応できる職員であったり、またその体制、きっちりと相談に対応できる状況がつくれるこ

とが一番大切な部分だと思いますので、よろしくお願いします。

◎土森委員長 まとめは、私が今まとめた方向で行きますからね。

以上で、文化生活スポーツ部を終わります。

《地域福祉部》

◎土森委員長 それでは、地域福祉部を今から行います。

初めに、部長の総括説明を求めます。なお、部長に対する質疑は、各課長に対する質疑

とあわせて行いたいと思いますので、御了承願います。

（総括説明）

◎土森委員長 それでは、所管課の説明を求めます。

〈地域福祉政策課〉

◎土森委員長 まず最初に、地域福祉政策課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 それでは、質疑を行います。

◎坂本（孝）委員 何点かお聞きしたいんですが、まず中山間のホームヘルパーの養成補

助金で、２月補正で半額、500 万円ぐらい減額されているんですが、この減額の理由はど

んなもんなんですか。

◎山本地域福祉政策課長 この中山間地域等のホームヘルパーの養成事業補助金ですが、

隣接する複数の市町村による合同開催等により、事業費が当初の見込みを下回ったために

補正で減額をしております。補助金の交付市町村は 11 市町村から室戸市、土佐町、宿毛市、

梼原町、いの町、須崎市の６市町になっています。

◎坂本（孝）委員 それと、外国人の介護士の候補者の関係ですけれど、これ何年か前か

らこのＥＰＡで始まっているわけですが、現在のこの受け入れの人数なんか現状わかりま

すか。

◎山本地域福祉政策課長 平成 28 年度につきましては、受け入れ人数は 15 名です。今ま

での総計人数で言いますと、49 名ほど受け入れております。

◎坂本（孝）委員 これまでの 49 名の中で、日本の国家試験に合格して残っている人の数

なんかわかりますか。
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◎山本地域福祉政策課長 うち合格者数は７名とお聞きしています。

◎坂本（孝）委員 結構合格の数が少ないんですけれど、この原因についてどんなものが

あるかわかりますか。

◎山本地域福祉政策課長 やはり言葉の関係が一番大きいと思っております。そのために

日本語の習得に向けた支援等もしています。

◎坂本（孝）委員 以前から、外国の人にはこの日本語がテーマになっていまして、非常

にわかりにくい。しかも試験の中に専門用語がたくさん出てくるわけで、非常に難しいわ

けです。もちろん日本で仕事してもらうためには、そういう専門的な介護とか日本人との

交流意識とか、そういうものが必要なわけですけれども、これも今後の問題としてしっか

りととらえて改善していっていただきたいと思います。

それでもう１点、外国人がそういう試験を受けるためにそれぞれの職場で環境整備なん

かもしていくわけですけれども、例えばある研修者が自分の身内の不幸があって、お葬式

で国へ帰らなくてはならなくなったと。そのときに受け入れた事業者が帰してくれないと、

帰るならやめなさいと言われる。そういう実態もあったようですけれども、この外国人が

勉強していく中での環境整備、特に受け入れ側の事業者に対してどのような指導が行われ

ているんでしょうか。

◎山本地域福祉政策課長 先ほど言ったケースは直接お聞きはしていないんですけれども、

受け入れ施設に対して県の補助を出しておりますので、やりとりの中でそういったケース

があれば、丁寧な対応をしていただくようにお願いしていきたいと思います。

◎三石委員 戦没者追悼式実施委託料、一般競争入札になっていますけれど、どういう状

況か、もっと詳しく教えていただきたいんですけれど。

◎山本地域福祉政策課長 この追悼式の委託料につきましては、平成 27 年度は２社による

入札をしております。平成 28 年は１社のみでした。ちなみに、今年度につきましては２社

による競争入札をしております。

◎三石委員 毎年出席させてもらっているんですけれど、高知市長が何かずっと来られて

いない。何か理由はあるんですかね。

◎山本地域福祉政策課長 高知市長につきましては、確認しましたが、今年度は出張が入

っていたとお聞きしています。

◎土森委員長 ことしは来ていなかった。

◎山本地域福祉政策課長 昨年度は、高知市長は出席していたと思います、平成 28 年度に

つきましては。

◎三石委員 私の何か記憶というかね、今まで何で高知市長が来ないのかなとずっと思っ

ていたんですけれどね。去年来ていたか。高知市長は出席していましたか。

◎山本地域福祉政策課長 市長会と町村会代表の方に出席していただいていますが、追悼
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の言葉は交互にやっていただいていまして、昨年度は市長会の代表として高知市長に出席

していただいたとお聞きしています。

◎三石委員 各市町村の首長が代表で出てくるじゃないですか。高知市が、高知市長って

呼ばれて前へ行かれた記憶が妙にないんですけれどね。

◎土森委員長 いや、呼びゆうやろ。

◎門田地域福祉部長 ことしにつきましては、うちからも再度出欠の確認をしましたけれ

ど、先ほどのことのように欠席ということでしたので、高知市の分についてはお呼びをし

ていない、会場での読み上げはなかったですけれども。

◎土森委員長 ことしはなかったか。

◎山本地域福祉政策課長 市長が欠席される場合も、副市長等が出てきていただいた場合

には、市長名、高知市長という形でお呼びさせていただいていますけれど、ことしは高知

市については代理の方もおられませんでしたので、高知市と呼ばれなかったということで

した。

◎三石委員 出席、欠席は自由ですからね。いろいろ事情があられて欠席されたり出席さ

れると思うんだけれども、高知市が妙に今まで出席された記憶がないんですよ。あれ、何

で高知市だけ来ないのかなと思いもって、私毎年出席させてもらっているんですけれどね。

過去どういう状況でしたか。

◎山本地域福祉政策課長 昨年は出席いただいておりましたけれど、市長会会長という形

でお呼びをさせていただいたと思います。

◎三石委員 私自身はそういう感じでずっとおったのでね。まあ感じじゃいけませんので、

高知市が過去、市長がどればあ出席されたか。ちょっとさかのぼってやね、10 年ぐらい。

◎土森委員長 高知市だけやなしに、県下の自治体の首長さんが来られて、市長が来れな

いときには副市長が来るし、また議長が来れんところは副議長が来るしと、そういうこと

になっていますんでね。

◎山本地域福祉政策課長 調べさせていただいて、また資料としてお回しいたします。

◎坂本（茂）委員 災害救助費の関係の福祉避難所指定促進等事業費補助金が２月減額補

正も含めて、執行状況は当初予算からいうと５割ぐらいなんですけれども、福祉避難所の

指定がなかなか思うように進んでいないのか、13 市町村で補助を出していますが、今県下

でどれだけの福祉避難所が指定されて、いえば充足状況がどれだけなのかをちょっと教え

ていただけますか。

◎山本地域福祉政策課長 まず平成 28 年度の補助金の関係ですけれど、当初は 17 市町の

40 施設で予算を計上しておりました。２月補正のときに減額をさせていただいていますが、

その時点では 13 市町の 30 施設、決算では 13 市町は変わりませんけれど、施設数が 25 施

設になっております。
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あと福祉避難所の指定状況ですが、昨年度末の数になりますが 34 市町村で 199 施設、

そういう状況です。

◎土森委員長 ほとんど充足しちょうか。

◎門田地域福祉部長 充足率については、どれぐらい必要かが今、確としたものがないで

すので、ちょっと充足率という形での押さえ方はしていない状況です。

◎坂本（茂）委員 それはいずれ要配慮者の把握とかも含めてトータルの中でどれだけ福

祉避難所が、まあいえば収容予定人員がどれぐらいは必要だということは、把握はされる

わけですよね。

◎門田地域福祉部長 今後、個別避難計画を各市町村でつくっていくことになりますので、

そうした中で一定の数は出てきますけれども、なかなかそこまで行く段階が非常に難しい

ところがございますので、今すぐにその個別避難計画までできて何人必要というのがすぐ

にわかるということではなかなかない状況です。

◎坂本（茂）委員 今ちょっと部長の話が出ましたその個別避難計画の策定も含めて、そ

の要配慮者避難支援対策事業費補助金の関係でもこれも今どれだけの策定状況なのか、教

えていただきたい。

◎山本地域福祉政策課長 ６月１日時点ですが、計画の策定率は 23.3％、高知市を入れた

県全体では 8.6％です。

◎坂本（茂）委員 高知市を入れるとぐっと落ちるというわけでね、そやから県下全体で

いうと 8.6％で、高知市を除くと 23.3％ということですね。

◎山本地域福祉政策課長 そのとおりです。

◎坂本（茂）委員 ６月議会で個人情報保護条例の改正をやったと思うんですが、まだそ

れも今後引き続き第２次の改定をするとも聞いていますけれども、結局そこのところとこ

の要配慮者の把握と個別計画の策定の部分がどんなに進めていけるかと、地域福祉部とし

てはどんなにその個人情報保護条例と関与していくかは考えられているか、教えてくださ

い。

◎門田地域福祉部長 保護条例といいますか、災害対策法とか、法律ではやはり本人同意

が原則になっておりますので、同意をいただく努力をしていく形で進めていきたいと思っ

ております。次のステップへ行く、支援計画をつくるためにも本人の同意がないとなかな

かそこへ進めませんので、名簿の提供についてはやはり本人の同意をまずやっていく方向

でして、高知市においても、今、名簿はできておりますので、名簿登載者全てに同意の有

無を確認している、そういう状況です。

◎坂本（茂）委員 それを民生委員とかがやっているということですか。

◎山本地域福祉政策課長 御本人に直接郵送でやっておりまして、民生委員への提供はま

だ、ひょっとできる形になるかもしれませんけれども、まず御本人に直接郵送しておりま
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して、その費用についてもこの事業費で補助をしているところです。

◎坂本（茂）委員 そういう意味では福祉避難所とかそういう形はあるんですけれども、

これから一時避難所、緊急避難所、緊急避難場所であったりとか、福祉避難所へ行くまで

の過程の段階で、やはりまずは命を守らないかんということでそういう要配慮者の方も避

難してこられるケースが現実的にはあるわけで、じゃあそこの施設、避難場所がそういう

方を受け入れられる体制にあるかというと、なかなかそうなっていないこともあったりし

ますんで、そこへの支援、どうやればそういったところでも受け入れられますよというア

ドバイスとかも、一時避難場所ですから南トラのほうが担当になるのか、あるいはそちら

のほうでそういったところへも支援をしていただけるのか、その辺はどう考えたらえいで

しょうか。

◎山本地域福祉政策課長 今後、個別の支援計画をつくる中で、そういった一時避難が要

る方がどれくらいいるかが見えてくると思いますので、そういう中で必要に応じて検討し

ていきたいとは思っておりますが、まだその個別の計画がなかなかできておりませんので、

まずはそういう計画をつくりながらと考えています。

◎坂本（茂）委員 いずれにしても十分連携をとって抜け落ちないような形でお願いして

おきたいと思います。

◎土森委員長 質疑を終わります。

以上で、地域福祉政策課を終わります。

〈高齢者福祉課〉

◎土森委員長 次は、高齢者福祉課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 質疑を行います。

◎坂本（茂）委員 高齢者向け住まい確保対策モデル事業費補助金が、これが二度にわた

って不落で執行されていないんですけれども、不落になる特段の理由は何かあるんでしょ

うか。

◎飯島高齢者福祉課長 そこまで詳細は把握はできていません。

◎坂本（茂）委員 平成 28 年度は不落になって、今年度に入ってどうなんですか。

◎飯島高齢者福祉課長 平成 29 年度８月に竣工いたしておりますので、事業としては進ん

でいる状況にございます。

◎吉良委員 この地域包括支援センター関連の認知症初期集中支援連携体制整備モデル事

業、これ随分と不用がふえているんですけれども、これの経緯含めて御説明いただけます

か。

◎飯島高齢者福祉課長 認知症初期集中支援連携体制整備モデル事業につきましては、認

知症の初期段階から本人や家族を本格的に集中的に支援するために必要となる、市町村包
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括センターとか医療機関との関連機関の連携体制を整備するものですけれども、不用につ

いてのお尋ねでよろしかったでしょうか。

◎吉良委員 そうです。ほぼ半額不用になっているわね。

◎飯島高齢者福祉課長 ２月以降に市町村から変更申請の減額があったところですけれど

も、２月の補正には間に合わなかったということです。その後、実績報告で大幅に減額が

あった市町村があったため不用が多くなったと承知をしていまして、その大幅な減額が生

じた理由といたしましては、例えば 20 万円以上の減額が生じている２地域がございますが、

一つは多職種で行う初期集中支援チーム員の会議の回数が予定より少なかったと、こちら

はその会議にかけるケースが少なかったことによる減額と聞いておりますのが一つと、も

う一つの地域につきましては、報償費ですとか会場使用料を安価に抑えることができたた

め、そこの部分の経費が浮いたということで 20 万円以上の不用が発生したと承知をしてお

ります。

◎吉良委員 これ整備が急がれるわけですよね。非常に切実な問題であるし、包括支援セ

ンターとして目標があるわけですよね。それについてこの平成 28 年度は達成しなかったと。

本年度はどういう状況になっていますか。

◎飯島高齢者福祉課長 平成 29 年度につきましては、モデル事業ということで少し先行的

な地域が平成 28 年度にできたところですので、その設置が進んできたということで、これ

から地域を広げていく段階に入っていると認識をしておりまして、そのチームの活動の推

進に係る研修会の開催によりまして、より幅広い市町村に先行的なモデルでの取り組み状

況なども踏まえながら、周知とか研修を図っている段階です。

◎門田地域福祉部長 集中支援チームにつきましては、今二つ残っておりまして、平成 30

年４月には、二つができて全ての、34 市町村ですけれど中芸広域連合がありますので、30

の保険者全てにおいて集中支援チームができる予定になっております。今のところ、今年

度中にまだできてないところが二つと、来年４月にできるところが二つということに今は

なっております。

◎土森委員長 質疑を終わります。

以上で、高齢者福祉課を終わります。

〈障害保健福祉課〉

◎土森委員長 次は、障害保健福祉課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 質疑を行います。

◎坂本（茂）委員 まず、先ほど最後のほうでお話のあったギルバーグ博士の専門医師の

養成などについて、もうこの間何年になりますかね。３年ぐらいやっているんですか。

◎梅森障害保健福祉課長 平成 24 年度から開始をしておりまして、５年間が満了いたしま
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して、この平成 29 年４月から第２回目の協定を結ばせていただきまして、これから５年間

で２回目の協定を結んで事業を進めております。

◎坂本（茂）委員 そしたら、その１回目の協定の期間で養成された専門医師、専門者の

数と、そのことによって療育福祉センターの待ち時間、まあいえば受診までにかかる期間

がどれだけ短縮されたかという成果を教えていただきたいんですが。

◎土森委員長 随分待たないかんらしいね。

◎梅森障害保健福祉課長 主要な施策の成果の概要のところにも書かせていただいており

ますが。

◎坂本（茂）委員 いや、そこ見たけんど、そういう短縮のあれは出ていないわね。何人

やったとかいうのは出ているけれど。これ、しかも平成 28 年度であって、だから今までの

５年間の成果として、さっき言うたようなことがあらわれているかどうか。

◎門田地域福祉部長 研究員の数とかそういう資格を取られた医者はふえている部分はご

ざいますけれども、残念ながら県外へ出られた先生方もおりまして、現実問題としては療

育福祉センターの診療待ちの短縮にはつながっていない状況です。

◎坂本（茂）委員 本来そこへつなげていこうとスタートしたと思うし、それともう一つ

は、今聞いて、受講するだけ受講しちょいて県外へ行くじゃいうのもこれもまた、それを

だめとは言えんでしょうけれども、ちょっとそこらあたり、せっかく貴重な研修機関をつ

くってやっているわけですから、それが効果が出るような形に何とかしていただけたらと

思うがですけんど、そこら辺はどんな考えですか。

◎門田地域福祉部長 精神科の専門医は非常に難しいと考えておりまして、こういうギル

バーグの加えた知見、そういうものを、例えば保健師の見立てに役立てていただくとか、

そういう形での広がりを考えていきたいですし、小児科医の皆さんに少し広げていくよう

な形でこのギルバーグの成果を広げていきたい、そう考えてはおります。ただ、療育福祉

センターの医者の数をこのギルバーグによってふやしていくっていうのはなかなか厳しい

状況です。

◎坂本（茂）委員 療育福祉センターの医師をふやさなくても、それぞれの民間で育った

専門医がそこで受けてくれたら、多少こう療育福祉センターで待つ人が減っていくことに

もなるんでしょうから、そこへつながる取り組みをやっていただけたらと思うんですけれ

ど。

◎梅森障害保健福祉課長 確かに研究員になっていただいた先生方が診療されている病院

などでも見ていただけるようになりまして、その点はほかの病院でも数はふえてきており

ますけれども、先ほど部長も申し上げましたように県内でのお医者様のパイがふえないと

ころもございまして。

この３月にも退職がございまして、退職がありますと、少し手前から新患をとめなけれ
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ばいけない状況がございます。そういう部分が県内の中で、例えばこちらの病院がとまっ

たらこちらの先生へ移っていただくということの中で、県内で回している状況があります

ので、全体としてはなかなか減っていかないところがございますけれども、なかなか医師

の数がふやせれない状況の中で、研究員をされて専門性の高まった先生方を講師としまし

て、１歳６カ月健診であるとか３歳児健診で健診をしていただく先生とか、地域の小児科

の先生方に少し気になる子供をどう見分けていくかという研修なども開始しておりまして、

そういう部分の中で、あと、あわせまして、保健師であるとか健診に携わる方、地域で見

ていただける方への研修も強めていきまして、医師にかかわる以前の問題として見ていた

だける方、専門職をふやしていこうという形で今、方向性として長寿県構想の中でも取り

組んでいるところです。

◎坂本（茂）委員 ぜひ、いい方向に持っていっていただけたらと思います。なお、５年

間のその育った研究員の数とか、そういう実績をあとでいただけたらと思います。

◎土森委員長 せっかく研修を受けた先生が県外に出ていくという、何かないと出ていか

んわけですよね、原因は何でしょうかね。

◎門田地域福祉部長 聞いておりますのは、一つは個人的な御家族の状況とかがございま

す。

◎土森委員長 そうか。全体的には広がってないわけか。

◎門田地域福祉部長 先ほどのＤＩＳＣＯっていうその世界的にも認められたものについ

ては、当初始まったときにはだれもいなかったものが 11 人になっておりますけれども、そ

の県外に出られた先生を含めて 11 人になります。そういう状況ですので、すそ野として大

きく広がったという状況ではございません。

◎土森委員長 それ名簿とかね、資料をまた坂本委員が言うように出してください。

◎坂本（孝）委員 今の関連ですけれど、やっぱり精神科の医者が少ないということで、

本当に高知県、厳しいところと思います。看護師とかの研修もやっているようですけれど、

医師だけでなくて、そのストレスとかいろんな研究している研究者もいるわけですよ。そ

ういう人も探し出して、力をかりるのも一つの方法だと思います。

ひきこもりについてお聞きしたいんですが、これ結構高知県内にもひきこもりの人がた

くさんいるということで私も時々相談も受けるわけですけれど、ひきこもりの人はほんと

に外へ出ていかんわけで、ほんとにもう家の中ばっかし、ほんで家族が大変なわけですけ

れど、これを見ますと、障害者の生産活動をされているようですけれど、農福イベントと

か印刷とかやられてるようですが、全く外へ行かない子供の家族が集まっていろんなイベ

ントをささやかにやっているわけですね。そういうひきこもり者に対する、そのイベント

への支援は何かやっていますか。

◎梅森障害保健福祉課長 精神保健福祉センター内におきまして、ひきこもり支援センタ
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ーを持っておりまして、当事者の集まられる会、それと家族の会の二種類の会を定期的に

行っておりまして、まずはお家から出てきてもらって、同じ境遇にある人たちとの交流を

進めていただく取り組みをしておりますし、相談件数も電話相談、来所相談、まずは御家

族の方からの相談もふえてきておりますし、また民間事業者におきまして居場所づくりと

いう形でやっていただける方々につきましては補助金を活用しまして、そういう支援をし

ながら、まずはお家の中から出てきていただいて、まずそういう集まりの中で社会性とい

いますか、そういう部分を訓練をしながら、その中で自信のついてきた方から順次そうい

った就労とかにも仕向けていけるように、まずは出てきていただくことが大事というとこ

ろの事業は数々やっているところです。

◎坂本（孝）委員 出てきてもらうことが一番大事なんですけれど、やっぱり家族の負担

ね、ほんとに仕事もできなくなっている家族もいるわけですよ。そういう家族が自分の子

供達のために、子供達といってももう年齢が高くなった人もおりますので、そういう人た

ちのために家族がずっと毎日同じようなパターンで生活しているわけですけれど、もうち

ょっとその補助率を上げてもらうといろんなイベントができだすと、会場を借りたり、い

ろんな引っ張り出していくイベントができる。どっかへ行くにしてもバスを借りられると

か、子供たちが出かけてくれるような仕組みづくり、これが大事だと思うんですね。もう

少しその補助率を、補助金の額を上げていくことも必要だと思うんですが、実際補助率は

この障害者福祉の中で、ひきこもりに対する支出はどれぐらいになりますか。

◎梅森障害保健福祉課長 決算のところにもございますように、例えば民間の事業者にや

っていただいてる国の補助金につきましては、200 万円を上限として全額国庫補助金で対

応しており、県内で３カ所の方々が運営をしていまして、そういうところに出てきていた

だいているところがございますし、私ども福祉側だけではなく、若者サポートステーショ

ンの取り組みなども教育委員会側でもやっていただいていますが、そういう中で若者支援

という部分でもやっていただいておりますので、いろんな形でひきこもりのある方を、た

だ、やっぱりひきこもりの方も年齢が進み、御家族の方も高齢化で、国の調査につきまし

ては 39 歳まででしか実態がつかめていない状況がございまして、40 歳代、50 歳代になっ

てこられた方々がやむなく生活が大変になって出てこられるということもございますが、

そういう場面につきましては、その向きの事業なども誘導しながらサポートしていきたい

と考えております。

◎土居委員 委託事業の実践能力習得コース実施企業の開拓事業なんですけれど、その委

託事業の内容をもうちょっと詳しく教えていただけたら。

◎小松障害保健福祉課企画監 こちら職場型の実習訓練といいまして、職場実習を受け入

れてくださる企業の開拓を主にやっておるものです。去年ＮＰＯ法人に委託いたしまして、

職場実習の企業訪問、企業開拓で 155 社訪問し、受託をしていただきました企業が 50 社ほ
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どとなっております。その中で、実際障害者の方の実習を受け入れていただいたのが 21

社になっております。

◎土居委員 もう大分詳しく答えていただきましたけれども、これ契約は平成 28 年度１年

か。

◎小松障害保健福祉課企画監 平成 27 年度と平成 28 年度、委託をさせていただきました。

◎土居委員 これ企業開拓ということなんですけれど、やはりこの委託先のＮＰＯへの随

契が合理的な理由があるんだろうと思うんですが、例えばプロポにするとかいろいろ、プ

ロポかもしれませんけれど、この辺の契約はどんな契約で、どういう理由でここに委託し

たのか。合理的な理由を端的に教えていただけたら。

◎小松障害保健福祉課企画監 平成 28 年度につきましては平成 27 年度に実施しておりま

して、成果もきちんと上げてきたということ、それから職員がなれてきたことがございま

す。それまでは雇用対策の基金事業のほうで団体から手が挙がって、こういう事業をやっ

ていきたいという中で採択いたしました事業がもともとのベースになっております。そう

いった絡みがございまして、引き続き企業開拓をしていただくということで随意契約をさ

せていただいたものです。

◎土居委員 最後に、受託企業が 21 社ということですけれど、その後、その就労実現実績、

それは今の現時点ではどのぐらいか。

◎小松障害保健福祉課企画監 昨年度、実習を受けていただきましたその企業 21 社に対し

まして、就職をされた方は 11 名です。

◎土森委員長 質疑を終わります。

以上で、障害保健福祉課を終わります。

〈児童家庭課〉

◎土森委員長 次は、児童家庭課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 質疑を行います。

◎三石委員 希望が丘学園で一般職の給与費、１億 4,600 万円余りありますけれど、今ど

ういう体制で職員は希望が丘学園が運営されとるんかね。

◎山本児童家庭課長 今現在、学園長が１人、副学園長が２名、うち１名は希望が丘学園

の分校の先生が併任をされています。その下は各男子寮・女子寮で班体制でやっています。

あと、心理の面でケアをしていきますために心理職を、個別にそのケアに入る以外に１

名置いておるところです。あと総務が１名、あとの直接の処遇に当たりますところにつき

ましては今現在四つのチーフのチーム制にしておりまして、今現在育休中の者もいますけ

れども 18 名が直接処遇の担当として当たられております。

◎三石委員 出入りが激しいいうか、一定固定しないんですね。出たり入ったりすること



39

が多いんやけれども、大体平均して昨年何人ぐらいの児童生徒が学園におりましたか。

◎山本児童家庭課長 昨年度の入卒園の児童の推移ですけれど、入園された児童が 12 名、

平成 28 年度中に入られてるのが 12 名で、希望が丘学園を卒園、退園された方が 18 名とな

っております。

在校生は、３月時点では 17 名になっております。

◎三石委員 北陵中学校の分校として、先生方との連携はきちっといっているわけですか、

職員と先生方の連携です。寮から学校へ来ますわね、うんと連携が大事になってくる、そ

こらあたりうまくいっているんですか。

◎山本児童家庭課長 そこのあたりにつきましては、やっぱり一番メーンになるのが学校

での学習になって、その学校の状況も知っていないと日常全般のこと難しいこともありま

すので、希望が丘学園でもしっかりと分校のほうとは調整しております。

◎三石委員 そこらが大きな鍵になると思いますね。物すごく大事なことですからね、そ

このあたりをよく考えていただきたいことと、それと子ども食堂の支援基金積立金よね、

昨年の実績、どんな状況になっているか。

◎山本児童家庭課長 子ども食堂への助成の状況でよろしいんでしょうか。

◎三石委員 助成の状況というか、大体どのぐらいなところが開設いうかな、やられてい

るところがあるでしょう。どういう状況か、大ざっぱでかまんですよ。

◎山本児童家庭課長 今現在、10 月末現在ですけれど、子ども食堂、夏だけの開設であり

ますとか不定期な開催とかさまざまなケースがございますけれども、そういったのも全部

ひっくるめまして県で把握しているものは 10 市７町、38 の団体の方々で 47 カ所で開催さ

れている状況です。

県のほうで助成をするために、いろいろとその時間帯でありますとかリスク管理であり

ますとか、そういったことをしっかりとしていただくために登録制度を設けておりますけ

れど、そちらで今、先ほど言ったものの中から 23 カ所が県にも登録をいただいている状況

です。

◎三石委員 その子ども食堂を立ち上げたその趣旨よね、もう一度どういうことのために

子ども食堂を立ち上げて、その補助金とかやっているのか。

◎土森委員長 平成 28 年度は目的が何で、そのための準備のための予算がついちょうわけ

でしょ。

◎山本児童家庭課長 やはり最近、学校とかでのお話とかいろんなニュースでもそうです

けれど、昔と違いまして、地域とのつながりがない御家庭の方とか、あとそのお母さんが

忙しくて子供の昼食、御飯の世話もなかなか厳しい方々もいらっしゃいます。そういった

こともありますので、やっぱりその地域で子供をしっかりと守っていく。親御さんについ

てもその地域とつながっていただいていろんな相談を受けていただいて、安心できる場所
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を地域の中につくっていきたいということで始めたものでして、安心できる場があって、

そこでまず地域の大人たちがしっかりと子供とかを見守ることができたら、厳しい環境に

ある子供の虐待とかも未然に防げるのじゃないかと。そういった思いもありまして、この

取り組みを進めているところです。

◎三石委員 大事な取り組みやと思うんですね。本当にその厳しい環境で育っている子供

はいるんですね、実際。朝もなかなか御飯も食べられる状況でないと。お母さんだけに育

ててもらっておってやね、ずたずたという家庭もあれば、厳しい仕事につきながら朝早く

起きて弁当をつくって、また食事の準備もしてやられている家庭もある。母子家庭もあり

ゃあ父子家庭もある。両方の親がなくて、おじいさんおばあさんに育ててもらっている子

供もいるでしょう。施設から通ってる子供もいるでしょう。ただ、そういう子供たちのた

めに、地域がその子ども食堂を通じて支えていく、育てていく、非常に大事なこと。

それと、親同士がその子ども食堂を通じていろいろ情報交換したりとか、やり方によっ

たらすばらしいことであるとは思うんやけれども、これ本会議でも言わさしてもらったん

だけれども、本当に困っている、そういう県が思うたようなことで子ども食堂が機能して

いるだろうかと思うんですよね。機能させないかんですわね。そういう思い、私非常に強

いんだけれども、ただ単に、実際ほんとにそこまでいってないのに、ただで御飯が食べら

れるからとかね、何となくこう安易な形で食堂を利用するとか、何かそんな形になっても

らいたくない思いがあるわけですわ、実際ね。ほんとに厳しい環境の中で一生懸命やって

いる親もいるわけだから、そこらあたりの実態はどうなんだとうんと思うんやけれどもね。

そこで、学校との連携が物すごく大事になってくると思うわけ。そこにも書かれている

けれどもやね、教育委員会との情報交換が物すごく大事になってくると思うんやけれども、

そのあたりはどういう状況か。

◎山本児童家庭課長 実際に厳しい、ほんとにつながってもらわなければならない子供を

つなげるために、今うちの課ではスクールソーシャルワーカーとか養護教諭の研修会、そ

ういったところに行かせていただいて、この取り組みに御協力いただきたいのでそういっ

た子供がいたら、さりげなくと言ったらおかしいですけれど、つなげていただきたいお話

とかもさせていただいております。あと民生委員、児童委員は直接子ども食堂にも運営者

としてサポート的にやられてる方もかなりいらっしゃいますけれど、民生委員、児童委員

の会でもそういったお話もさせてもらっているところです。

また、一番最初のころはなかなかただのイベントみたいな形になっているんじゃないか

という思いもあったと、実際やられている方からのお話ではありましたが、一定継続的に

そこの子供の場所で子ども食堂がやられていることがあれば、今は大分そういった厳しい

お子さんとかもつながりつつあるお話も聞いております。また、直接その学校の校長とか

に運営者がお話に行ったときにも御協力をいただいてるのもございますので、そういった
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ところへまた県でも同行させていただいて、なお御協力をお願いする取り組みもこれから

していきます。

◎三石委員 本当に子ども食堂、いいにかわらんですけれどね、私自身はこんなものでは

ないと思うわけね。やっぱりやるんであれば、最後の最後までずっと面倒を見てもらいた

い。中途半端に週に１回御飯食べに来る、極端に言えばですよ。ほんで月に何回かそこへ

食べに来て、それで終わり。そういう形になってもらいたくないわけね。本当に真剣に厳

しい環境にある子供をどうにかね頑張ってもらいたいと、そういう思いで真剣にずっと見

守ってもらいたい。ほんで親に対してもやね、本当に厳しい状況の中で働いているお父さ

んお母さん、ずっと頑張ってもらいたい。そういう思いが非常に強いからね、中途半端で

終わらないようにぜひ成功させていただくようにお願いしたいと思いますね。

◎土森委員長 子供の貧困対策ですからね、しっかり食ということは重要だし、地域の皆

さんが子供を支えていく、そういう思いでこの子ども食堂を立ち上げたと思いますんでね。

平成 28 年度は準備段階ではありますが、将来しっかりした対応をやっていただきたいと思

います。

◎吉良委員 子供の貧困対策の推進事業費で、昨年の秋から冬、そしてことしの１月から

と調査されているんですけれども、先ほどのお話もそうですけれども、やはり正確な子供

たち、あるいは貧困家庭含めての実態を調査する意味では非常に意義があるものだったと

思います。それで今現在、他県の状況と比較しながら総合的にわかっていることだとか、

それから今後、施策へつなげていくためにどのようなスケジュールを考えているのか。調

査そのものの活用の仕方も含めて、総合的にお答えしていただければと思います。

◎山本児童家庭課長 子供の生活実態調査につきましては、去年ちょっと調査の時期が予

定よりもおくれた関係で、概要調査といった形になっておりまして、今現在再度詳細な分

析をしておるところです。それで、詳細な分析につきましては、今最終の調整をしており

ますので、今月もうじき結果が出てくると思います。

去年の結果につきましては、大まかなところで言いますと、まず子供が置かれた貧困率

の考え方ですけれど、こちらにつきまして、国の年収だけではなくて、子供の生活必需品

があるかどうかとか、あと公共料金の支払いが親御さんはできているかとか、そういった

三つの視点で調べさせていただいたところ、まだちょっと統計的な処理をする前のデータ

ですけれど、生活が困難な状況にあられるであろう世帯が全体の 33.6％で、国のものが

15％でしたかね、相対的貧困率からいうと倍近い数字になっております。

あと個別に生活困難の世帯と、先ほど言った困難でない世帯の比較もさせてもらってお

りますけれど、ここの中で特に注目しているところは、やっぱり困難世帯の子供は、大学

へ行きたいとか高等専門学校に行きたいとか、そういったところが希望する段階でかなり

少ない、高校まででいいやとか、そういう思いがあるのかわからんですけれど、非困難世
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帯に比べると高等教育機関へ行きたい希望がかなり低い状況になっております。あと、い

ろんな逆境に耐える力でありますとかそういったところなんかにつきましても、やっぱり

その貧困の世帯はちょっと数値が低い状況になっています。

◎吉良委員 課題解決先進県ということで、非常に今度回答数も多くて、全国的にも注目

されていると思いますので、ぜひしっかりとした分析で施策につなげていただきたいこと

を要請しておきたいと思います。

◎坂本（茂）委員 一つだけ。94 ページの下から２行目の里親制度普及啓発事業の委託料

ですが、これ平成 28 年度に取り組んだ事業なんですけれども、高知県は総体的に里親が少

ない状況の中でこういったことをされているのか、全国的にやられていてその一環という

のはあるかと思うんですが、啓発事業をやったから一気にふえるもんじゃないでしょうけ

れども、この啓発事業をやった成果が今年度になってちょっとあらわれてきているかなと

か、そんなのはありますか。

◎山本児童家庭課長 この制度につきまして、国の補助を活用しておるものです。普及啓

発の分につきましては、平成 27 年度までは中央児童相談所でやっていたんですけれど、中

央児相も業務がふえてきたこともあったんで、しっかりとその対応できるところで「みそ

の児童福祉会」に頼んで、そちらをベースにして児童相談所、児童家庭課も行く形で、い

ろんな研修体系とかそういったのを練っているところです。委託率につきましては、まだ

全国平均よりちょっと下回っていますけれど、徐々にですけれど上がってきておる状況で

す。

◎坂本（茂）委員 その啓発事業をやった成果として、徐々に上がっていることなんです

か。全国比較と比べたら、まだ低いのはそれはやむを得んかもしれんですけれども、この

委託の成果が出ているかどうかをお聞きしたい。

◎山本児童家庭課長 実際この研修でマッチングをした方が何人というのはちょっと今手

元にありませんので、別途また御報告をさせていただけたらと思います。

◎坂本（茂）委員 実績とかそういうのをまた後でいただけたらと思います。

◎坂本（孝）委員 虐待の関係でお聞きしたいと思います。児童相談所から本課への報告

件数と、各児相の件数とどういうものが報告の中で課題になっているのか、今後、子供に

対して、そんな何かありますか。

◎山本児童家庭課長 児童相談所のほうにいろんなところからの通告につきましては、今

年度受付が 417 件で、虐待として対応したのが、平成 28 年度 291 件になっております。こ

ういったものにつきましては、基本的に児童相談所で対応しておりまして、直接個別にこ

の通告があるたびにとか、認定したたびに児童家庭課に情報が上がってくる仕組みにはな

っておりません。

◎坂本（孝）委員 それで基本的には児相が対応する問題ですけれど、こういう児相が対
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象になる課ですので、そこへ通告が来るわけですよね、連絡がね。その中でその児相の仕

事とかで、本課として何かこう感じるものとか、そんなところはないですか。

◎山本児童家庭課長 児童相談所は職員も、あの死亡事件とかがあってケースワーカーも

ふやしてはおりますけれど、やっぱり通告の件数も多くなっておりますし、個別の事案も

かなり背景が複雑なケースとかもふえておりますので、児童相談所の職員にはかなりの負

担感もあるんじゃないかとは思っております。あと、そういったものも踏まえてかもわか

りませんけれど、個別に県とか、児童家庭課に対応についての苦情とかが来るときもたま

にあります。そういったときにはまた児童家庭課でも話をお聞きして、児童相談所とも話

を聞いて調整をさせていただいております。

◎坂本（孝）委員 こういう問題はやっぱり児相の対応する人が、その能力もあると思い

ますけれど、対応の姿勢とか能力、そんなものに物すごく影響してくるわけですよね。で

すから、今後またこういう本課への苦情とか相談とかが物すごくふえてくると思います。

それにはしっかりと対応していただきたいと思っていますので、お願いしておきます。

◎土森委員長 いいですか。ほかにないですね。質疑を終わります。

以上で、児童家庭課を終わります。

〈少子対策課〉

◎土森委員長 次に、少子対策課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 質疑を行います。

（な し）

◎土森委員長 少子対策課を終わります。

〈福祉指導課〉

◎土森委員長 次は、福祉指導課を行います。

（執行部の説明）

◎土森委員長 質疑を行います。

◎西森副委員長 生活保護の医療扶助の関係、この平成 28 年度はインフルエンザ等が流行

しなかったと説明があったと思うんですけれども、ちょっと教えてもらいたいんですが、

インフルエンザの予防接種は医療行為に当たらないんでやっぱり対象にならないというこ

となんでしょうかね。予防接種をやっておれば流行したときに、医療費の負担も少なくて

済むのではないかなと思うんですけれど、そのあたりはどういうお考えになっているのか。

◎前田福祉指導課長 副委員長がおっしゃるとおり、医療費の対象にはなりません。生活

費の中から個人が受けるか、それか市町村で高齢者の方に助成をしていますんで、そちら

で受けていただくかになります。

◎西森副委員長 医療費じゃないですからね、ここには当てはまらない。ただ、これは生
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活保護に限らないと思うんですけれども、一般の方も予防接種を受けることによって随分

医療費も削減ができるのかなと思ったので、聞きました。

◎土森委員長 ほかにないですね。質疑を終わります。

以上で、福祉指導課を終わります。

これをもちまして、地域福祉部を終わります。

以上をもちまして、本日の日程は全て終了いたしました。

次は、あした９日木曜日、林業振興・環境部と議会事務局の決算審査を行います。開会

時刻は午前 10 時といたします。

これで本日の委員会は閉会をいたします。

（16 時 42 分閉会）


